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区 民 文 教 委 員 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日   令和７年１２月１５日（月） 

２ 開 会場所   議会第１会議室 

３ 出 席 者   委 員 長 本 目 さ よ    副委員長 弓 矢   潤 

  （８人）    委  員 鈴 木   昇    委  員 木 村 佐知子 

          委  員 望 月 元 美    委員(議長) 石 川 義 弘 

          委  員 石 塚   猛    委  員 青 柳 雅 之 

 

４ 欠 席 者    

  （０人） 

 

５ 委員外議員 

  （０人） 

 

６ 出席理事者   区  長                  服 部 征 夫 

          副 区 長                  野 村 武 治 

          副 区 長                  梶   靖 彦 

          教 育 長                  佐 藤 徳 久 

          区民部長                  前 田 幹 生 

          区民課長                  櫻 井 洋 二 

          くらしの相談課長              小 林 元 子 

          税務課長                  段 塚 克 志 

          収納課長                  立 石 淑 子 

          戸籍住民サービス課長            村 上 訓 子 

          子育て・若者支援課長            河 野 友 和 

          （仮称）北上野二丁目福祉施設整備担当課長  海 野 和 也 

          子ども家庭支援センター長          田 畑 俊 典 

          区民部副参事（児童相談所準備担当） 

                       （子ども家庭支援センター長 兼務） 

          区民部副参事（谷中防災コミュニティセンター長） 

                               （区民課長 兼務） 

          教育委員会事務局次長            佐々木 洋 人 

          教育委員会事務局庶務課長          山 田 安 宏 

          教育委員会事務局教育施設担当課長      中 島 伸 也 
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          教育委員会事務局学務課長          仲 田 賢太郎 

          教育委員会事務局児童保育課長        村 松 有 希 

          教育委員会事務局放課後対策担当課長     別 府 芳 隆 

          教育委員会事務局指導課長          宮 脇   隆 

          教育委員会事務局教育改革担当課長      増 嶋 広 曜 

          教育支援館長           （教育改革担当課長 兼務） 

          教育委員会事務局生涯学習推進担当部長    吉 本 由 紀 

          教育委員会事務局生涯学習課長        吉 江   司 

          教育委員会事務局スポーツ振興課長      榎 本   賢 

          中央図書館長                穴 澤 清 美 

 

７ 議会事務局   事務局長      鈴 木 慎 也 

          事務局次長     櫻 井 敬 子 

          議事調査係長    吉 田 裕 麻 

          書  記      藤 村 ちひろ 

          書  記      遠 藤 花 菜 

 

８ 案件 

 ◎審議調査事項 

  案件第１ 第８４号議案 東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例 

  案件第２ 第８５号議案 東京都台東区住民基本台帳カード利用条例を廃止する等の条例 

  案件第３ 陳情７－１４ 地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める意見書を国 

              会等に提出することを求めることについての陳情（新付託） 

  案件第４ 陳情７－１５、１６ 固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意 

                 見書の提出に関することについての陳情（２件）（新付 

                 託） 

  案件第５ 特定事件の継続調査について 

 ◎理事者報告事項 

【区民部】 

  １．補正予算について         …………………………………資料１ 区民課長 

  ２．令和８年度の指定保養施設について …………………………………資料２ 区民課長 

  ３．「協働事業提案制度」に係る令和８年度実施事業について 

                     …………………………………資料３ 区民課長 

  ４．戸籍住民サービス課窓口の混雑緩和対策について 

                     …………………資料４ 戸籍住民サービス課長 
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  ５．住民基本台帳カードの廃止について …………………資料５ 戸籍住民サービス課長 

  ６．民法改正等に伴うシステム改修及び住居地等記録端末機器の整備について 

                     …………………資料６ 戸籍住民サービス課長 

【教育委員会】 

  １．補正予算について         …………………………………資料７ 庶務課長 

  ２．令和８年度区立幼稚園及び認定こども園（短時間保育）の募集状況について 

                     …………………………………資料８ 学務課長 

  ３．区立中学校選択制度の選択状況について 

                     …………………………………資料９ 学務課長 

  ４．令和６年度いじめの認知件数について 

                     ………………………………資料１０ 指導課長 

  ５．令和６年度不登校児童・生徒数について 

                     ………………………………資料１１ 指導課長 

  ６．「令和７年度東京都児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果に 

    ついて              ………………………………資料１２ 指導課長 

  ７．令和７年度中学生海外短期留学派遣事業の報告について 

                     ………………………………資料１３ 指導課長 

  ８．学びのキャンパス台東アクションプラン・台東区学校教育情報化推進計画中間のまと 

    めについて            …………………事前資料１ 教育改革担当課長 

  ９．清島温水プールにおける個人向けレッスンの実施について 

                     ……………………資料１４ スポーツ振興課長 
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          午前 ９時５８分開会 

○委員長（本目さよ） ただいまから、区民文教委員会を開会いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、私から、一言お礼を申し上げます。 

 過日実施いたしました行政視察におきましては、弓矢副委員長をはじめとした委員各位並び

に理事者のご協力により、無事所期の目的を達成することができました。誠にありがとうござ

いました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、区長から挨拶があります。 

◎服部征夫 区長 委員長、おはようございます。よろしくお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 本日は、卓上マイクのスイッチを必ず押してから、ご発言願います。 

 また、理事者発言席を設けましたので、よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、傍聴についておはかりいたします。 

 本日提出される傍聴願については、許可いたしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、審議に入らせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 初めに、案件第１、第84号議案、東京都台東区手数料条例の一部を改正する条例を

議題といたします。 

 本案は、理事者報告事項、区民部の４番、戸籍住民サービス課窓口の混雑緩和対策について

が関連いたしますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、いかが

でしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第84号議案及び報告事項について、理事者の説明を求めます。 

 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 それでは、第84号議案、東京都台東区手数料条例の一部

を改正する条例及び区民部報告事項、戸籍住民サービス課窓口の混雑緩和対策についてご説明

いたします。 

 初めに、報告事項をご説明いたします。資料４をご覧ください。 

 初めに、項番１、現状です。これまでも戸籍住民サービス課窓口の混雑緩和については様々

な取組を進めてきたところでございますが、今年度もさらなる混雑緩和に向けて、以下のとお
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り対策を実施いたします。 

 項番２、マイナンバー入り住民票のコンビニ交付の開始です。令和８年１月中旬からマイナ

ンバー入り住民票のコンビニ交付が可能となります。 

 次に、項番３、コンビニ交付手数料の減額です。住民票、印鑑登録証明書のコンビニ交付手

数料を、現行250円のところ150円といたします。また、マイナンバー入りの住民票が交付可能

となる令和８年１月中旬より戸籍住民サービス課窓口の混雑期と重なる５月末までの間は、こ

れを10円に減額し、コンビニ交付のさらなる利用促進と窓口の負担軽減を図ります。 

 次のページをご覧ください。次に、項番４、郵送請求における支払い方法のキャッシュレス

化です。郵送請求の支払い方法は、現金、定額小為替に限定されておりましたが、令和８年１

月よりＬｏＧｏフォームを活用したキャッシュレス決済も可能とすることで、利用者の利便性

の向上と収納事務の効率化を図ります。キャッシュレス決済の流れは図でお示ししているとお

りです。 

 次に、項番５、住所変更臨時窓口の実施です。転出入が集中する３月から４月の混雑緩和を

図るため、令和８年３月29日日曜日に臨時窓口を開設します。実施業務は、資料（２）に記載

のとおりで、来庁者数の平準化を図るため、積極的な周知を図ってまいります。 

 最後に、項番６、今後の予定につきましては、資料記載のとおりでございます。 

 報告事項の説明は以上でございます。 

 続きまして、第84号議案についてご説明いたします。 

 新旧対照表をご覧ください。ただいま報告事項でご説明したとおり、住民票、印鑑登録証明

書のコンビニ交付手数料を改定するものでございます。 

 ご説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願いい

たします。 

○委員長 それでは、第84号議案及び報告事項についてご審議願います。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 １階の窓口が月末とかそういう一定の期間すごく混んでいるなというのは庁

舎に来るたびに見受けられることなので、何か手だてをしなくてはいけないというのは区とし

てやらなくてはいけないことだと思うんですけれども、今のマイナンバーカードを持っていれ

ばコンビニ交付ができますよという報告は前から委員会でありましたけれども、庁舎に来る方

でマイナカードを持っていて、コンビニ交付ではなくて庁舎での住民票取得とかいう人の割合

的なものというのは何か示せるものはあるんですか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 戸籍住民サービス課の窓口では、証明書の交付に際し、

本人確認書類として提示されたものを記録をしておりますが、ですので、マイナンバーカード

を所有しているかどうかということについては統計を取っていないところです。 

○委員長 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 分かりました。統計上どのぐらいの人がマイナカードを持っていてそういう

証書類を取りに来るかというのは分からないというのはしようがないのかなと思いつつも、や

はりこういうことを進めていくのに一つ指針というのかな、目印としていうのかな、そういう

のがあったほうがいいのかなというのはちょっと思うので、今後ぜひいろいろ検討していただ

きたいなと思います。 

 それと、混雑時間とか混雑期間というところでお伺いをしたいんですけれども、私も先ほど

も申したように、うわっ、今日すごい混んでんな、じゃあ自分自身の取るときはあしたにしよ

うとか、仕事柄微調整をすることもできるんですけれども、例えばそういう混雑時間とか混雑

期間というのは何かこう、それも統計的な何か取るすべ、手だてというのはあるんですか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 戸籍住民サービス課の窓口におきましては、受付交付呼

出し番号表示システムといういわゆる発券機を設置しておりますので、そちらの発券機の番号

を追跡することで何時が非常に混むとか何日が非常に混むといったことが、業務ごとに分析を

することは可能でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 例えばそれを、その分析したものを結果、証書を取りに来る方に対してこう

いう時間、期間は混んでますよとかいうＰＲというのは何か今されているんですか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 戸籍住民サービス課というか広報、ごめんなさい、台東

区の公式ホームページにおきまして、３月、４月は転出入が混みます、それからお日柄のいい

日、あるいはぞろ目の日につきましては届出が非常に混雑いたしますというような周知は行っ

ているところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 なるほど、ぞろ目の日、そうですね、婚姻とかそういうのはあるのかなと思

いますけれど、分かりました。そういうのを見ながらいらっしゃる方もそれなりにいるのかな

とは思いつつ、こういうの、サービスを提供していくということはやはり先進自治体さん、こ

ういう10円とか50円とかいうのをやっている自治体さんが幾つかあって、この委員会でも視察

にも伺いましたけれども、そういう先進自治体が行ってきた結果こうだから、今回、台東区と

しても10円でのコンビニ、マルチコピー機といいますか、そういうので証明していきますよと

いうのを始めると思うんですけれども、他の自治体のその、どういう評価をしてきて台東区と

して導入をしていこうというふうに決めたのか、ちょっとその辺教えてください。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 台東区と他自治体とコンビニで発行できる証明書の種類

が異なりますので、同様の比較というのはできませんけれども、23区の中で期間限定で10円で

実施した区におきましてはコンビニ交付が54％から61％に上昇したと、あるいは、それが終了
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した後も引き続きコンビニ交付と窓口の割合が２対１をキープしているよというような報告が

ございました。一方で、歳入減とか歳出増といった経費負担の増があるということも併せて、

ということも報告がありましたので、台東区におきましても窓口の利用者の方がコンビニ交付

へどの程度流れるかというようなことを検証して、今後、コンビニ交付の手数料の減額につい

ては検証してまいりたいと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 コンビニ交付の10円の交付をやって、コンビニ交付が比較的増えていくんだ

ろう、そしてそれが維持されていくんだろうというのが今の見解だというのも分かりました。

また、継続についても、結果を見て、その歳入、歳出のところも含めて議論していくんだとい

うことも分かりました。このことについては了承もしますし、条例改正も了承はしていくんで

すけれども、もう一つだけ伺わせてください。 

 キャッシュレス決済を始めるというのが今、報告があったんですけれども、キャッシュレス

決済をするのには必ず手数料とかいうのが発生して、何％が手数料ですよみたいのがあると思

うんですけれども、これから契約とかしていく業者さんとどのぐらいキャッシュレス手数料が

かかるのか、またどのぐらい、総金額的に、総予算的にどのぐらいを見込んでいるのか、ちょ

っとその点を教えてください。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 まず、キャッシュレス決済の手数料につきましては

3.85％になります。台東区におきましては、今回、郵送請求におけるキャッシュレス決済の件

数、割合を既に導入している先進自治体の割合から約８％と見込みまして、本年度につきまし

ては約１万7,000円程度の手数料が発生、令和８年度につきましては約７万円の手数料が発生

するというふうに見込んでおります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 そんな、区の予算から見たらすごくかかるという金額ではないなという印象

も持ちながら、これをやっていくことで１万7,000円とか７万円とかのお金が台東区から出て

いくということもやはり考えておかなくちゃいけないのかなというのを思うのが一つと、こう

いうキャッシュレス決済、私も便利なので実際には使っていますけれども、通信状況が悪くて

支払えませんとかいうふうに時々あって、お財布の中にお金が入っていてよかったなというの

もなくはないんですけれども、そういう状況とかね、どれだけＩＣＴ化、機械化が進めば進む

ほど通信状況とかいうのが不安の一つになっていくと思うので、そういうところも検証しなが

ら進めてもらいたいなとしておきます。以上です。 

          （「関連で」と呼ぶ者あり） 

○委員長 関連は特にないですけれど。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 すみません、今、鈴木委員のご意見で、何でしょう、キャッシュレス決
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済は手数料もかかるし、そんなに規模は大きい額ではないけれども負担になるよというお話が

あったんですけれども、他方で定額小為替を使った場合においてもそれなりに行政のほうに、

手数料という形ではないにしてもいろいろな負担があると思うんですけれども、その点につい

てのご認識はいかがでしょうか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 定額小為替を扱うことにおきましては、まず、台東区の

戸籍の窓口におきましても有効期限の確認、それから数え間違いといった人的ミス、それから

お釣りを出す必要があったり、追加で送ってもらうといった連絡をする必要があったりという

ようなことがございますので、そういった手間が省けるという点では非常にメリットがあると

考えているところです。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 なのでよしあしがあると思っていますので、あとはやはり利用者にとっ

てもキャッシュレス決済をすることによって同じように買いだめしていた定額小為替の期限が

切れてしまったりだとか、一々レターパックとか入れて送らなければいけなかったりとか、そ

ういったコストをもろもろ考えましたら、私はいい方向に進むのかなというふうに考えており

ますので、引き続き利用状況等、精査しながら進めていっていただきたいと思います。以上で

す。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 戸籍課１階の混雑、あとそれに伴う職員の皆さんの負担というのは、もう

これは私たちも含めて区役所の関係者みんな分かっていることだと思うんですね。ですので、

そこを何とかして軽減をしていこうという取組はどんどん前に進んでアクセルを踏んでいって

いただきたいなと思います。特に今回のこの10円交付ですね、この取組はもう本当にすばらし

いと思います。課長はもちろんですけれど、それをやろうと決断をした副区長、服部区長も、

やはりここはすばらしい取組だと思いますので、まずはここ、周知もそうですし、私たち行っ

た古河市はポスターを、10円のポスターを作って、それを結構周知に活用されていたので、ネ

ットだけじゃなくてそういった現物もやったほうがいいなというふうに考えています。 

 その上でちょっと質問というか提案にもなるんですが、私たち先進自治体に行って学んでき

たことの一つは、こういった窓口の混雑緩和に伴い、逆にその何を目的にしていくかというこ

とで、それは窓口受付時間の短縮だったんですね。九州のほうの自治体ですから、これはすご

いいい取組だけれど、なかなか23区に持ってくるのは難しいかななんて思って、翌日新聞を見

たら、ネットニュース、墨田区がやるというんですね。12月１日から既に始まっています。今

まで台東区８時半－５時15分までだったのが、墨田区さんは９時から４時半、これを短縮をす

るというんですね。当然のことながら勤務時間ぎりぎりまで窓口受付をしたら、その後のいろ

いろな処理で残業当たり前というルーチンになってしまうんですよね。それを何とかしなけれ

ばということだと思うんですけれども、この辺は23区横並びでやらなければきついかなと思い

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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つつも、先進自治体がこうやって取組を始めたということで、本区でもこれやはり実施に向け

てしっかり検討していくべきだなということの確信を得ました。ですので、今日は答弁は求め

ませんが、こうした取組を進めながら混雑緩和と負担の軽減ですね、これを両方セットで進め

ていっていただきたいなということを要望して、条例案、報告事項、賛成、了承していきます。

以上です。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 私もこちらの４番の郵送請求における支払い方法のキャッシュレス化に

ついてちょっとお伺いというか、させていただきます。 

 まずこちら、10月の決算特別委員会で私は、郵送請求における支払い方法を見直して、オン

ライン決済機能を活用したキャッシュレス化を進めるべきであるというふうに総括質問させて

いただきました。早期実現に向けて導入の準備を進めると非常に前向きなご答弁をいただきま

したが、これほど早く実施していただけるということで、大変評価させていただきます。今、

メリット、デメリットなども出てきましたが、その上で実施するというふうに決めていただい

たということで、しっかりとこの後も見守っていきたいと思います。 

 その上でさらにちょっと１点、要望させていただくというところで、ちょっと非常に大変恐

縮なんですけれど、こちらの図で、請求者と台東区というこの図なんですが、このように請求

者が戸籍証明書等を郵送請求する際には、この申請書を送付するとありますが、こちらは依然

として紙での送付となっております。これは台東区だけというか、もう全国的にそうなので仕

方ありませんが、今後もしこちらも請求書の送付がデジタル化していくようになるのであれば、

本区も迅速に対応できるように注意深く見ていっていただきたいなということを要望させてい

ただきます。以上です。 

○委員長 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についても、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第２、第85号議案、東京都台東区住民基本台帳カード利用条例を廃止す

る等の条例を議題といたします。 

 本案は、理事者報告事項、区民部の５番、住民基本台帳カードの廃止についてが関連いたし

ますので、説明と一括して報告を聴取し、審議を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 それでは、第85号議案及び報告事項について、理事者の報告を求めます。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 それでは、第85号議案、東京都台東区住民基本台帳カー

ド利用条例を廃止する等の条例及び区民部報告事項、住民基本台帳カードの廃止についてを一

括して説明させていただきます。 

 初めに、報告事項をご説明いたします。資料５をご覧ください。 

 項番１、目的及び概要でございます。平成27年12月28日をもって発行が終了いたしました住

民基本台帳カードについては、有効期限が10年であることから、以下のとおり、関係条例の改

廃を行うものです。 

 項番２、改廃する条例及び内容でございます。（１）は、住民基本台帳カードを廃止するた

め、東京都台東区住民基本台帳カード利用条例を廃止するものです。（２）は、東京都台東区

印鑑条例の規定のうち、住基カード兼印鑑登録証の文言を削除する等の改正を行うものです。

次に、（３）の施行日につきましては、一部の規定を除き令和８年１月１日でございます。 

 最後に、項番３、区民への対応です。住民基本台帳カードに印鑑登録証の機能を追加して利

用されていた方につきましては、区役所または区民事務所、区民事務所分室にて通常の印鑑登

録証に引換えを行っており、住民基本台帳カードの廃止後も引き続きこの対応を継続してまい

ります。 

 報告事項の説明は以上でございます。 

 続きまして、第85号議案についてご説明いたします。 

 本案は、ただいま報告事項でご説明したとおり、住民基本台帳カードの廃止に伴い規定の整

備を図るものでございます。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議の上、原案どおりご決定賜りますようお願いいた

します。 

○委員長 それでは、第85号議案及び報告事項について、ご審議願います。 

 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 引換えということですね、とすると今までの住基カードを区役所のほうで

受け取って、それをきちんと処理・処分するということでよろしいんですか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 お持ちいただいた住基カード券印鑑登録証につきまして

は、こちらでお預かりをして、シュレッダーをかけて処分をさせていただきます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 何というんですかね、この交換しない方でも個人情報がいっぱい詰まった

もので、あのプラスチックのカードの処分って意外と家庭の中でも苦慮する部分があるんです

ね。ですので、そこは、何ていうんですかね、これに伴い、処分する場合は区役所へ持ってき

てもらえれば、シュレッダーかけて読み取り等ができないようにしますよって、そういうご案

内もあったほうが丁寧かなと思いますので、よろしくお願いします。 
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 そういうことで、条例案、改正案賛成です。 

○委員長 いいですかね。 

 これより採決いたします。 

 本案については、原案どおり決定することにいたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、原案どおり決定いたしました。 

 なお、報告事項についても、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第３、陳情７－14、地方消費者行政の維持・強化のための対策を求める

意見書を国会等に提出することを求めることについての陳情を議題といたします。 

 本件は、新たに付託されたものであります。 

 事務局次長に陳情の趣旨を報告させます。 

          （櫻井議会事務局次長報告） 

○委員長 それでは、本件について、ご審議願います。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 幾つか確認をしたいと思います。 

 まず、項番１の人件費にも充てることができるような交付金等って書いてあるんですけれど

も、現状、本区では、人件費にこうした交付金を充てているんでしょうか。また、そうでない

としたら、どんなことに充てているのか教えてください。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 お答えいたします。 

 本区の消費者相談の人件費につきましては、報酬その他の諸経費を含めまして年間約2,900

万円ほど、区の一般財源から支出しているものでございます。こちらの消費者行政強化交付金

の実績でございますが、令和６年度24万6,719円の歳入がございます。こちらのほうはエシカ

ル消費に関する啓発事業に22万5,000円、相談員の研修助成として２万1,000円程度ということ

で、24万6,719円の実績でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 なので現状、人件費には充てていないということではあるんですよね。 

 次に、２番について伺うんですけれども、デジタル化において地方公共団体に生じる費用と

いうことで、今、システムの標準化などもやっていると思うんですけれども、それが終わった

後にやるということなのかなと思いますが、現状その予算についてはどのような予定をしてい

るのかも教えてください。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 現在、ＰＩＯ－ＮＥＴという全国消費者情報ネットワークシ

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－12－ 

ステムが、消費者庁のほうで実施しているシステムがございます。こちらのほうの周辺機器で

すとかパソコンについては国からの貸与で対応しております。実際に新ＰＩＯ－ＮＥＴの導入

につきましては、消費生活相談は自治事務であるということから国からの貸与はなくなり、パ

ソコンその他周辺機器は各自治体で準備することとなっております。本区につきましては、情

報システム課と協議の上、ＬＧＷＡＮを使ったシステムを導入する予定でございまして、パソ

コンやその他機器についてもリースの端末を利用する予定でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 それを、自治事務なので、こちらの自主財源でやっているということと

現状は理解いたしました。 

 そんなわけで、これをざっと読みますと、いかにも今すごくその国から交付金が支給されて

いて、それがなくなったら困るよというような内容に見えるんですけれども、この人件費に充

てることができるというのは、いろいろな条件があって、本区ではそれに当てはまらないとい

うふうにも聞いていまして、だからそこは必ずしも多くはないんですね。だからなくなったか

らすごい困るかというと、ないよりはあったほうがいいけれどもというレベルなのかなと思っ

ております。 

 ２番のデジタル化につきましては、先ほど課長の答弁でもありましたとおり、自治事務だか

ら基本はそのシステムについては、デバイスも含めて自治体で用意してねということで、そう

いう立てつけなのは分かりますけれども、その点についてのほうがむしろ負担は大きいのかな

というふうに思っております。 

 以上のようなことから、そんなにすごくインパクトが大きいかなというと、書いてあるほど

ではないんじゃないかということと、あとは、令和８年度ですか、あっ、すみません、今その

国会で審議されようとしている概算、来年度の予算の審議の中でそういった予算措置について

も議論を既にされているそうでして、この陳情自体が令和７年８月に発出されてはおりますけ

れども、これの基となった日弁連の意見書というのが昨年、2024年に出されたもので、ちょっ

と内容が更新されていない部分もあるのかなということもあるんですけれども、そんなことも

ありますが、全体的にはその消費者行政に対する国の支援は必要かなと思いますので、結論と

しては賛成したいと思っております。 

 それで、すみません、聞きそびれたんですけれども、消費者相談の実態なんですけれども、

この陳情の前提といたしましても、すごくその消費者相談が専門化、細分化していて、費用も

かかってきているからということが前提にあるんですが、現状の本区での相談状況を教えてい

ただけますでしょうか。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 令和６年度の相談実績でございますが、年間1,818件でござ

います。相談については多岐にわたりまして複雑化している状況で、聞き取りも非常に時間が

かかっている状況でございます。また、令和７年度につきましては、前年同月比で1.3倍ほど
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相談件数も増えているような状況でございます。以上でございます。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 今の1,000何件というのは、多分、頭数のことで、同じ方が何回も来た

りもするんだと思うんですね。なので、いずれにしましても消費者相談のニーズは増えている

のかなと思います。 

 そうしたことも加味いたしまして、本陳情については、当会派は採択でお願いしたいと思い

ます。以上です。 

○委員長 ほか。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 自民党のほうは、まずは採択でお願いしたいと思っています。 

 理由としましては、今、木村委員も聞いておりましたように、やはり台東区のほうでの一般

財源かなり支出しているところで、実際に地方消費者行政に対する恒久的な財源確保するのは

必要だと思っております。自民党の消費者問題調査会でも既に政府には提言しているところで

はありますが、やはり地方議会からもしっかりと声を上げるべきだと思いますので、採択でお

願いいたします。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 何か木村委員の意見を聞いていたら不採択って言うのかと思って、非常に

この日弁連の何か意見書だとか、何か古いとか、いろいろな話があったんで、インパクトが少

ないんですか、これ。私は、これ、ここに書いてあるとおり、国の負担の割合、財政負担やは

りしっかりしていくべきだと思いますよ。このいろいろな自治事務を、その国から下ろしてき

たものをそれぞれの自治体が負担をしたり超過負担があったりという実態は、やはりこれはち

ょっとおかしい。あとは、東京都においては今回の税制改正でさらに都税というか23区の税金

を地方に持っていこうという動きのある中で、こうした取組はしっかりと意見書、これ意見書、

上げてくれでしたか。 

○委員長 そうですね。 

◆青柳雅之 委員 ですね。意見書を上げて、この地方の自治体の実態、あるいは23区内の実

態、さらにはこの消費者行政に関わるその現場でのいろいろな負担といいますか件数が一気に

増えているということも含めて、これはしっかりとやっていただきたいと思う。 

 その上で、そういう意味も含めて採択でお願いします。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 １つ質問なんですけれども、今、区で相談をされている方の身分というのか

な、正職員なのか会計年度なのか、またあと、人数どのぐらいいるのか、それを教えてくださ

い。 

○委員長 くらしの相談課長。 

◎小林元子 くらしの相談課長 現行、相談員につきましては会計年度任用職員として５名の

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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採用しております。消費生活専門相談員ですとか、消費生活アドバイザー、消費生活相談員、

その３つの資格のいずれかを持っている職員が対応しているというような状況でございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 その３つの資格のことも今、答弁いただきましたけれども、やはり専門性の

高い方が相談をされているというところもあるので、もちろんきちんと国が、非正規労働者で

はなくて、会計年度ではなくて、正職員が充てられるような予算措置も含めて、やはり国に求

めていくべきだろうなというふうに思っています。 

 この陳情については採択を。以上です。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 公明党会派としても採択でお願いいたします。 

○委員長 これより採決いたします。 

 本件については、採択の意見が多数でありますので、採択することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 なお、意見書の提出については、本委員会合意の意見として、委員長から議長に申入れをい

たします。 

 また、案文については、正副委員長にご一任いただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第４、陳情７－15、16、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続に

ついて意見書の提出に関することについての陳情（２件）を議題といたします。 

 本件は、新たに付託されたものであります。 

 事務局次長に陳情の趣旨を報告させます。 

          （櫻井議会事務局次長報告） 

○委員長 それでは、本件についてご審議願います。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 これに関しては毎年同じように陳情が出されています。それなのにやはり、

この理由に書いてありますように、もうコロナ禍が明けたとはいえ、今の物価高騰の状況を考

えますと、ぜひ採択でお願いいたします。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 都市計画税の２分の１軽減、これは本当になくなってしまったら小規模事業

者、家賃とか賃貸でやっている人など本当、負担が増えるんだろうなと思うし、小さな賃貸業

をやっているところなどはこれがないと本当、家賃に跳ね返っていかなくてはいけなくて、そ

の辺すごく困るというのもあって、もっと軽減してほしいなという声なども聞いていますけれ
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ども、もちろん税金のことですので単純にというふうにお話しさせていただいていますけれど

も、これについての陳情は採択です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 青色申告会の区内の２団体の皆様には毎年のようにこの活動をされていて、

私たち区議会としても毎年のように意見書を出しているという状況が続いています。その中で

やはり問題にしなければいけないところは、この固定資産税はあれなんですが都市計画税です

ね、都市計画税というのは、本来、基礎的自治体に課税自主権があるものですから、東京都以

外でいったら一般市は、税率も含めて、あるいはその都市計画税をかけるその地域のエリアの

範囲とかについてもそれぞれ決められるんですよ。ですので、本来でしたら基礎的自治体であ

る台東区が都市計画税の税率について東京都にお願いするというのは、やはりおかしな話なん

ですよね。ですので、これは今までの意見書にも多少入れてきた経緯はありますが、この都市

計画税と都市計画交付金の問題、これは都区制度改革の積み残した課題の、今となっては一番

大きな部分になっていますので、この、その矛盾といいますか、このおかしな、この区側が都

に税率についてお願いしなければいけないということはやはりおかしいと思います。当然これ

台東区に自分たちで税率を決める権限があれば、今の経済状況等を勘案してこうした減額、あ

るいは鈴木委員も今言っていましたが、もっとこれ以上の減額を区独自で行ったりとかいうこ

とができるじゃないですか。そこの部分をしっかりと考えていただきたいと思います。 

 それともう一つ、この住民の皆さんが減額をされていながらも本当に絞り出した都市計画税

がちゃんと台東区のために使われているかというところの問題ですね。これは先日の決算委員

会でも申し上げましたが、都市計画税に払った部分が都市計画交付金という形で台東区に下り

てきてそこで使うんですが、都市計画交付金の交付がここ数年間ゼロ円が続いているんですよ。

一番直近で使われたのが、あのオリンピックのときの雷門前の道路の舗装、あれを耐熱化する

あの舗装事業ですね、あれに使われて以来、台東区はずっとゼロ円で来ていると思うんですが、

それ間違いないですか。最近また来ましたか、来ていないか。財政課来ていないか。分かりま

した。じゃあ、私がここまで説明してしまいましたが、決算委員会でも言ったんで間違いない

と思います。 

 ということで、本来、都市計画税を徴収した場合はもっといろいろなところに使えるんです

ね。例えば都市公園の維持管理などにも使えるわけですから、台東区内の区立公園はほぼ都市

公園ですよ。そうすると、区立公園の維持管理などにもこの住民の皆さんが都市計画税として

納めたお金が使われるはずなのに、これがなぜか東京都に天引きをされた上で、23区にはそう

いったところには認められていないということを、ぜひこの実態を青色申告会の皆さんにもよ

く存じ上げていただきたいと思います。そして、この都市計画税と都市計画交付金の課題を棚

上げしたままずっと来ているのはどんな勢力の人たちなのかということも改めて思い出してい

ただきたいというふうに思っています。23区の区長会は、もう全力でこの問題に取り組んでい

ます。あるいは財政課長会等のそれぞれの部署でもやっていますが、もう本当に悔しいことに、
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今、小池知事ですけれど、国に対しては税金が天引きされていく、地方に回されていくことに

対して強烈に反発をしていますが、23区の都の関係においては本当にこの理不尽なことをやっ

ている、この実態を改めて皆さんにお伝えをし、ぜひ、意見書を上げる場合はそうしたところ

もしっかりと議長を中心に文案考えていただきまして、課税自主権の問題、あとは使い道の問

題、この２点の都市計画税の矛盾についてもしっかりと入れ込んでいただいた上で意見書を上

げていきたいというふうに思いますのでよろしくお願いします。 

 陳情は採択です。 

○委員長 ほか。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 当会派も採択でお願いします。今までいろいろな方、同等意見なんです

けれども、最後の都との税配分の話は、それ自体の陳情ではないですけれども、区のやはり実

際に事業されている方からの声ということで、区としてはそこを重視していくべきだと考えま

す。 

 結論としては採択でお願いします。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 採択でお願いします。 

○委員長 これより採決いたします。 

 本件については、採択の意見が多数でありますので、採択することにいたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、そのように決定いたしました。 

 なお、意見書の提出については、本委員会合意の意見として、委員長から議長に申入れをい

たします。 

 また、案文については、正副委員長にご一任いただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、案件第５、特定事件の継続調査についてを議題といたします。 

 おはかりいたします。本委員会の特定事件については、議長に閉会中の継続審査の申出をい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長 ご異議ありませんので、本委員会の特定事件の継続調査については、そのように決

定いたしました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 以上で案件の審議を終了いたしましたので、事務局次長に委員会報告書を朗読させ

ます。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 なお、年月日、委員長名、議長名及び陳情者の住所、指名の朗読については省略いたします。 

          （櫻井議会事務局次長朗読） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、理事者から報告がありますので、ご聴取願います。 

 なお、同じ所管からの報告については一括して聴取いたします。また、補正予算については

報告を聴取するのみで、質疑は行いませんので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、区民部の補正予算について、令和８年度の指定保養施設について及び「協働事業提

案制度」に係る令和８年度実施事業について、区民課長、報告願います。 

 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 それでは、令和７年度第５回補正予算のうち、区民部に係る概要につ

いてご説明いたします。 

 資料１をご覧ください。初めに、歳入です。区民部歳入予算は942万1,000円を増額し、補正

後の総額を334億1,452万7,000円といたします。内訳については、戸籍住民サービス課で氏名

に振り仮名を記録するためのシステム改修補助金として国庫補助金を647万5,000円歳入いたし

ます。中長期在留者住居地届出等事務費は、マイナンバーカード、在留カード等一体化情報機

器整備費として国庫委託金を294万6,000円歳入いたします。 

 ２ページをご覧ください。歳出です。区民部歳出予算は1,859万9,000円を増額し、補正後の

総額を87億5,362万9,000円といたします。内訳については、戸籍住民サービス課の戸籍事務に

おいて共同親権対応に必要なシステムの機能を改修するため885万1,000円増額し、氏名の振り

仮名法制化対応において戸籍に振り仮名等を記録するために必要なシステムの機能を改修する

ため680万2,000円増額いたします。また、住民基本台帳事務において入管法の改正によりマイ

ナンバーカード及び在留カードが一体化された特定在留カード等の交付に対応するため、情報

機器端末の購入経費として294万6,000円増額いたします。 

 補正予算の説明は以上です。 

 続きまして、令和８年度の指定保養施設についてご説明いたします。 

 資料２をご覧ください。項番１、概要です。３か所ある指定保養施設のうち、２か所の変更

についてでございます。（１）は、箱根にございます季の湯雪月花が来年度、工事に伴う休館

を予定していることから、その代替施設について選定いたしました。（２）は、鬼怒川にござ

います鬼怒川観光ホテルより契約終了の申入れがあり、８年度は契約を更新できないこととな

りました。 

 次に、項番２、代替施設でございます。まず、（１）の期間は、来年度１年間になります。

（２）の施設名は、軽井沢1130（イレブンサーティー）、所在地は群馬県嬬恋村で、（３）の

施設の特徴は、資料記載のとおりでございます。（４）の区民利用料金につきましては、区補

助金差し引き後の料金として、平日１人当たり１万3,000円から２万3,000円を予定しておりま

す。 
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 ２ページをご覧ください。次に、項番３、鬼怒川観光ホテルとの契約終了でございます。

（１）の所在地、（２）の契約者は、資料記載のとおりです。（３）の契約終了の経緯でござ

いますが、本年９月に運営会社が変更し、契約の継続に向けて協議を重ねてきましたが、相手

側の条件が厳しく、残念ながら令和８年度３月31日をもって契約終了となるものでございます。 

 次に、項番４、周知方法は資料記載のとおりでございます。 

 最後に、項番５、今後の予定でございます。本委員会に報告後、区公式ホームページにて周

知し、資料記載のとおり進めてまいります。 

 簡単でございますが、説明は以上でございます。 

 続きまして、「協働事業提案制度」に係る令和８年度実施事業についてご説明いたします。 

 資料３をご覧ください。項番１、提案事業の募集です。（１）募集区分については、区設定

テーマ、パブリックスペースの利活用による地域コミュニティの醸成と自由テーマから募集し

ました。（２）応募事業数については、自由テーマのみ３団体からでございました。 

 次に、項番２、実施事業の選定です。外部有識者等から構成する審査委員会において、提案

事業について協働の必要性や事業の実用性などの観点から審査を実施いたしました。（１）審

査委員メンバーは、資料記載のとおりです。２ページをご覧ください。（２）審査項目につい

ては、台東区協働指針の原則を踏まえ、協働の必要性や事業の実現性を中心に審査いただけま

した。（３）の１次審査では、７月23日に書類審査及び協議を行い、いずれの団体も通過とな

りました。（４）の２次審査では、８月27日に団体によるプレゼンテーション及び審査委員会

での協議を行った結果、１番の事業を採択いたしました。３ページをご覧ください。（５）２

次審査での審査委員からの主な意見として、採択された①の提案に対しては課題認識の効果、

他分野への広がりも期待できるという評価があった一方、団体運営に関する課題が上げられて

います。次に、②と③の提案に対しては、テーマは重要であるが、事業対象や協働による効果

に関する課題点が指摘されており、結果として①の事業が採択されたところでございます。 

 次に、項番３、採択事業（令和８年度実施事業）の概要です。（１）事業名においては、資

料記載のとおりです。（２）事業内容については、障害者、障害児の運動不足を解消し、心身

の健康を促進するとともに、その家族や施設職員の負担軽減を図るため、団体スタッフが施設

に出向き、オリジナルダンスメソッドのレッスンを行うものです。（３）実施団体は資料記載

のとおりで、（４）事業担当課は障害福祉課です。 

 最後に、項番４、今後の予定でございます。12月下旬に採択事業及び実施団体を公表し、令

和８年度から事業を実施いたします。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

          （委員長退席、副委員長着席） 

○副委員長（弓矢潤） 初めに、令和８年度の指定保養施設について、ご質問がありましたら、

どうぞ。 

 青柳委員。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－19－ 

◆青柳雅之 委員 これ昨年度の決算ベースなんですが、３施設合計で約870名以上の方が利

用されていて、トータルの予算が、決算ベースですが、事務費が約38万、そして利用補助が

257万ということで、トータルで約300万ぐらいの、そのあれですよね。それを、今まで３施設

だったのを８年度は２か所に減らしていくと、当面この２か所体制でいくということでよろし

いんでしょうか、確認です。 

○副委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 

○副委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 そうすると利用者、あるいはそのトータルの予算要求金額ですか、その辺

りも変更が見られるんでしょうか。 

○副委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 今年度の実績に基に予算のほうは決めていくんですが、今回申入れが

あったのが予算要求する後でございましたので、若干その辺は、ただ、加味します。 

○副委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 トータルの利用者さんも若干減っていくという認識でよろしいんですかね。 

○副委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 実績としては確かにちょっと右肩下がりではあるんですが、期待とし

ては上がっていってほしいというのはもちろん持っております。 

○副委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。いろいろな意見がある事業であります。ただその一方で、

利用されている皆さんからは非常に好評である、あとは、今、現役でお仕事されている方たち

も引退した後はこうした区の保養所にもう毎月のように行くような暮らしをしたいなと言って

いる方もいらっしゃるので、その辺りは今後も利用者の方、あるいは利用したくてもできない

方の意見も踏まえながら進めていっていただきたいと思います。 

 了承です。 

○副委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○副委員長 次に、「協働事業提案制度」に係る令和８年度実施事業について、ご質問があり

ましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今回、協働事業で区の設定するテーマ、区設定テーマに対する応募がゼロと

いうふうになっていたんですけれども、なぜ応募がなかったのか、課題は何かというふうに考

えているのか教えてください。 

○副委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 資料、確かにゼロって記載されているんですが、実はその前段階の事
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前エントリーというのがございまして、そこでは２事業の応募はございました。ただその２事

業については、その後、所管課との相談だったりとかいうことで、本申請には至らなかった、

結果ゼロだったということでございます。またその、そもそもその提案が事前が２件しかなか

ったということもありますので、そのテーマの設定の在り方であったり、例えば周知も含めて、

反省材料として今後に生かしていきたいとは思います。 

○副委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 やはり区がこういうふうに協働提案をしていく中で、区の課題を解決するた

めに協働事業というのも一つの方法としてあるからやってきたという経緯があるというふうに

私は思っていて、過去の委員会の中でこの協働事業などでね、例えば区の職員が区の課題、こ

れ所管を超えてというところですよ、区の課題について意見ができるような環境を整えてほし

いとか、過去の委員会の中では区の職員が提案したものがどのぐらい事業として進めてきたの

かとかいう幾つか質問をしましたけれども、やはりこれの事業については民間事業者と区がど

ういうふうに協働したらよりよい区民サービスができるのかという視点でされていると思うの

で、ぜひ区の設定するテーマ、エントリーでは２事業者あったということなので、じゃあそこ

のところでもうちょっと深くそのエントリーされたところとディスカッションして、そうすれ

ばエントリーできる状況になるんであればそういうふうにやっていただきたいですし、もっと

もっと区の職員が本当に区の、区民に対して区民の困ったとかこうしてほしいという改善をで

きるような、先ほど青柳委員が言ったような事業提案みたいなね、窓口提案みたいなことも含

めて議論していただきたいなと思います。そのことだけ意見申します。以上です。 

          （副委員長退席、委員長着席） 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 ちょっとお聞きしたいんですけれども、この採択された協働事業の実施結

果ですとか成果をできればその翌年の委員会に報告してほしいと思うんですが、その点につい

てはいかがでしょうか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 成果報告につきましては、これまではホームページ上でしているとこ

ろでございますが、所管委員会につきましては、例えば協働という視点で区民文教でやるのか、

または事業実施する所管の委員会でやるのかということもちょっと含めまして考えてまいりま

す。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 実際確かに各所管が担当しているので、区民課のほうで全部把握というの

は難しいのかなとは感じています。区のホームページのほうには令和５年のからのを記載され

ているようになったので、その辺については評価しておりますが、平成30年からこの始まった

協働事業提案制度の中で、３つの採択事業がその後、事業化していると思います。やはり今後、

その辺についても参考としてこの報告のところに記載してほしいんですが、その点については
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いかがでしょうか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 その、今、委員がおっしゃったように、これまでやった中で３事業継

続しているんですけれども、そういった内容につきましてもホームページ上で分かるような形

で載せていきたいと思っています。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今回、採択をされたということなんですが、ここに書いてある、障害者施

設に出向きって書いてあるんですが、これどういう障害を持った方で、どういう施設の提案だ

ったんですかね。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 どちらかというと身体に障害がある方を対象としてございまして、場

所につきましては、例えば子供であれば松が谷福祉会館であったりとか、ほかにもグループホ

ームであったり、就労継続支援の場所であったりとかいうところでこの事業を実施することを

今、考えているところでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ちょっとこの団体の何か実績みたいな、ホームページとか見ると、それな

りの何かスタジオみたいなところでダンスをやっているという印象があって、台東区内の障害

者施設でこんなスペースが、余裕があるところあったかなとか、あと、今おっしゃった福祉作

業所なども結構狭いところで作業されていたりとかするし、あとプログラム、ずっとこうはま

っていたりとかするじゃないですか。そのダンスをする時間を割いて、スペースも割いてとい

うことが現実的に台東区内の障害者施設で可能なのかな、その辺り、所管課とも連携した上で

の話なんですか、これ。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 おっしゃるとおり所管課とは調整した上なんですけれども、現在それ

を想定しているんですが、やはりこれ狭いなということであれば区民館を利用していただいた

りとか、区の施設を利用して実施していただくことも考えています。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。 

 あともう１個は、先ほどもお話ありましたが、区の設定テーマってあるじゃないですか、こ

れはある程度そのニーズというか、今回はパブリックスペースと地域コミュニティ、何となく

どの施設辺りを想定しているのかな何ていうのもちょっと想像してしまうんですが、ニーズが

あるわけですよね、行政ニーズが。じゃあ、今回自由設定なんで、これはもちろんそれぞれの

皆さんが、ほかの自治体での実績等もあったんですが、これはじゃあ、そのニーズはあるんで

すか、障害者施設としてこうしたダンス、あるいはその一定時間帯を別団体に入ってもらって

何かプログラムを実施したいという、そういう要望はあったのかな。 
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○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 ニーズ、所管からはテーマ募集として、例えば今回のこの障害がある

方に対してのダンスレッスンという要望はなかったです。 

◆青柳雅之 委員 ああ、もちろんそこまで具体的なのはね。ああ、ごめんなさい。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 もちろんそこまで具体的なのがあったらさ、とっくに所管課としてやって

いると思うんですけれど、要はその何かこま数を何かボランティア団体に来てもらいたい。高

齢者施設とかだと結構いろいろな団体が入っていたりとか、何でしたっけ、デイサービスとか

は意外と時間持て余しているときが多いので、あとはスペースもありますよね。だからその外

部団体、どんどん受け入れたりとかしているんですが、その障害者関係の、関連の施設だとそ

こまでじゃないのかなというふうに思ったもんですから、何かこう押しつけ的になってしまう

んじゃ何かあれかなと思ったもんで、そこだけ心配したんですが、いかがでしょうか。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 すみませんでした。先ほども言ったように、本提案の前に実は前段階

で事前エントリーをしてもらって所管課と事前の打合せをした中で、このダンスにつきまして

は所管課のほうも、あっ、これはいいねということで本提案に至ったということでございます。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。じゃあ、実際行われるのを楽しみにしていますので、ぜひ

いい実績をつくってください。ありがとうございます。 

 了承します。 

○委員長 区民課長。 

◎櫻井洋二 区民課長 すみません、先ほど青柳委員のほうから指定保養施設のほうで来年度、

８年度以降、２施設でやっていくのかという質問で、そのとおりですとお答えしたんですが、

来年度、大規模改修をしている箱根の施設が終了後も引き続き、すみません、指定保養施設と

してやっていくよということであれば３施設になります。箱根と軽井沢と熱海ということでご

ざいます。すみません、訂正させてもらいます。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

          （発言する者なし） 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、民法改正等に伴うシステム改修及び住居地等記録端末機器の整備について、

戸籍住民サービス課長、報告願います。 

 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 それでは、民法改正等に伴うシステム改修及び住居地等

記録端末機器の整備についてご報告いたします。 

 資料６をご覧ください。初めに、項番１、目的及び概要でございます。まず、（１）につき

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－23－ 

ましては、民法の一部改正に伴い、共同親権の選択が可能になることから、戸籍の記載事項に

関してシステム改修を行うものでございます。次に、（２）は、来年５月25日をもって戸籍の

氏名の振り仮名の届出の期間が終了することから、届出のなかった振り仮名について、区によ

る一斉記録を実施するため、システムを改修するものでございます。次に、（３）は、出入国

管理及び難民認定法の一部改正に伴い、マイナンバーカードと在留カードを一体化することが

可能となるため、専用端末機器を整備するものでございます。 

 次に、項番２、補正予算額（案）は、資料記載のとおりでございます。 

 最後に、項番３、今後の予定でございます。年度内に戸籍システムの改修を行い、以下、資

料記載のとおり進めてまいります。 

 簡単ですが報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。２番の補正予算額のところを見ますと、歳入と

歳出でかなり差がある、900万円ぐらい差があるんですけれども、この差について、内訳とい

うのはどうなっておりますでしょうか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 まず、歳入の中には戸籍の振り仮名の記載に関しての補

助金が647万5,000円、在留カードとマイナンバーカードの一体化に伴う記録端末機器の整備に

つきまして、委託費としまして294万6,000円、つきましては、共同親権に関しましては補助金

はございません。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 そこなんですけれども、その共同親権についての補助金がないというの

はどういう理屈なのか、分かれば教えてください。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 戸籍住民サービス課の認識としましては、共同親権の実

施に伴う戸籍システムの改修ということで、戸籍法に関しての改修になりますので、対象が違

うというところで補助金はないというふうに認識をしているところです。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ちょっとよく分からない部分もあったんですけれど、要するにその改正

の根拠法によって、そこの担当省庁が予算を持っていれば予算をつけてくれるし、持っていな

くてそれこそ自治事務だという話になると各自治体でやってくださいという話になるんだと思

うんですね。私はそれはちょっと不公平だなということをここで言いたかったんですけれども、

それは区としてはどうしようもないと思うので、粛々とやっていただければと思いますが、私

としてはそういった法改正によって地方自治体に負担をかけるのは違うんじゃないかなという

ことだけ意見を述べさせていただいて、これは了承します。 
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○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ちょっと文章読んでいて気になってしまったんで質問させてもらうんですけ

れど、カード内に内蔵されたＩＣチップに情報を記録するためってあるんですけれども、ＩＣ

チップの中に入る情報というのは、その行政が持つ端末じゃないと見れないのか、もしくは交

通系カードなどをスマホにかざすと残金とか、あとどこからどこに行きましたというのが見れ

たりするんですけれど、その辺のセキュリティ上のことってどういうふうになっているのか教

えてください。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 今回設置いたします住居地等記録端末機器には住所地等

を書き換えるアプリを登載をします。そちらの端末でＩＣチップの中に書き込んだり読み込ん

だりするものでございますので、ほかの装置によってそのＩＣチップを読み取ることは不可能

と考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 アプリを、そういうソフトを行政が入れて、行政の中であれば見れる、私が

そのアプリを手に入れて、私のスマホで見れないという認識に至っているのであれば、一定、

安全なのかなというふうに思いながらも、アプリ、ソフトですので、どういうふうにこれから

悪用されるか、また活用されるか、ちょっと分からないので、どこまで何をＩＣチップの中に

保存、保管していくのかというのは懸念されるところではありますので、今後も経過は見てい

きたいと思います。 

 このことについては了承します。 

○委員長 よろしいでしょうか。 

◆鈴木昇 委員 はい。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 これ、マイナンバーカードの一体化というところですよね、ポイントは。

ちょっと私、認識があれなんですけれども、その在留カードとマイナンバーカードが一体化す

ることで外国籍の方ですか、何かメリットが増える部分もあると思うんですが、その辺りはい

かがですか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 現在日本に在留される方、３か月を超えて在留される方

については中長期在留者なので在留カード、それから特別永住者につきましては特別永住者証

というものと、また別にその方が希望すればマイナンバーカードを持つことができるようにな

っております。今まではその在留カード、特別永住者証につきましては、あっ、ごめんなさい、

在留カードにつきましては出入国在留管理局のほうで発行をしておりまして、その在留資格に

よって滞在、在留期間が定められておりました。一方でマイナンバーカードにつきましては各

自治体、お住まいの自治体に申請をすることで、その在留期間に合わせたマイナンバーカード

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
【速報版】



－25－ 

を自治体のほうで申請をする必要がございまして、それぞれの２か所の省庁に行って、省庁と

いうか役所の窓口に行って手続をする必要がございました。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。特に特別永住者の方ですかね、こうした手間が省けて、サ

ービスの幅が広がっていくのかなと思います。 

 それで、あともう１個確認なんですけれど、じゃあ、今の話でいくと、いわゆる日本国籍の

方が持っているマイナンバーカードとは違う、この、特定在留カードというのかな、一体化し

た何か別のものがまた発行されるということなんですか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 見た目は一般のマイナンバーカードと似ておりますけれ

ども、中身にはその在留資格とか在留期間が載っている特定在留カードが発行されます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。 

 あと、ちなみに、この専用端末は何台ぐらい、出張所とかもあると思うんですが、何台ぐら

い予定していますか。 

○委員長 戸籍住民サービス課長。 

◎村上訓子 戸籍住民サービス課長 合わせて13台を配備する予定でございまして、区民事務

所分室には１台ずつ計５台、戸籍住民サービス課には８台備える予定でございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 最初の項目でもあったんですが、戸籍窓口のいろいろな混雑ですとか負担

ですとか、これがまたちょっと増えるのかなというのが一つと、あとその一方で、将来的には、

結構１階も外国籍の方が随分お待ちになっている状況をよく目にするんですが、そうした皆さ

んもいろいろな手続が庁舎の１階窓口以外でもどんどんできるようになってくれば、将来的に

は混雑緩和にもつながってくるのかなというふうに思いますので、この取組をしっかり進めて

いただきますというか、慎重に進めていただきたいということを要望して、了承です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、教育委員会の補正予算について、庶務課長、報告願います。 

 庶務課長。 

◎山田安宏 庶務課長 それでは、教育委員会に係る補正予算についてご説明いたします。 

 資料は７をご覧ください。歳出でございます。歳出予算を530万円増額し、補正後の額を302

億3,395万5,000円といたします。課ごとの内訳につきましては、記載のとおりでございます。 

 ２ページをご覧ください。中央図書館で、石浜図書館の空調設備の老朽化に伴い、３階書架

等に空調設備の増設工事を実施するため、社会教育費、図書館費、図書館管理運営に530万円

を計上いたします。また、本件は、次の債務負担行為におきまして、令和８年度の限度額802
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万1,000円を計上しております。 

 簡単ですが説明は以上でございます。 

○委員長 ただいまの報告については、聴取のみとさせていただきます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和８年度区立幼稚園及び認定こども園（短時間保育）の募集状況について

及び区立中学校選択制度の選択状況について、学務課長、報告願います。 

 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 それでは、令和８年度区立幼稚園及び認定こども園の募集状況につ

いてご報告をいたします。 

 まず、資料８をご覧ください。項番の１、区立幼稚園でございます。（１）入園申込みの表

でございますが、表の左から３歳、４歳、５歳の申込み状況で、太枠の欄が各年齢の来年度の

在籍予定数でございます。このうち、根岸、金竜、田原、台桜、育英につきましては編制基準

は10名、それ以外は旧基準が適用され、今回まで７名でございます。３歳児クラスの田原幼稚

園でございますが、学級編制基準である10名に達しなかったため、令和８年度３歳児クラスは

編制いたしません。田原幼稚園の来年度編制ができないことについては大変多くのご意見を頂

戴している状況でございますので、教育委員会としましては園と連携をしまして、既存の園児

への教育に支障がないよう適切に対応するとともに、保護者会等を通じまして保護者や地域の

学校運営関係者に対しても丁寧にご説明をしてまいりたいと考えております。結果としまして、

来年度の３歳から５歳の在籍予定数の合計でございますが、表の右下に記載のとおり371名と

なります。 

 次に、（２）預かり保育の申込みについては表に記載のとおりでございます。記載の人数は

定期利用登録の申込数でございまして、定員に空きがある場合は随時利用も可能となっており

ます。右下の合計欄にございますとおり、登録予定数は128人となりまして、昨年度の111人よ

り増加をしております。 

 恐れ入ります、２ページをご覧ください。項番の２、区立こども園（短時間保育）の申込み

状況でございます。石浜橋場こども園の短時間は２名という状況でございますが、こども園に

ついては長時間保育との園児と合同で保育をいたしますので、学級編制はいたします。 

 最後に、項番の３の今後の予定でございます。記載のとおり、入園に向けて準備を進めてま

いります。 

 説明は以上でございます。 

 続きまして、区立中学校選択制度の選択状況についてご説明をいたします。 

 資料は９でございます。項番の１、令和８年度新入学者における選択状況でございます。資

料の表は、令和８年度入学予定者のうち、区内在住者の選択状況をまとめたものでございます。

左から学校名、入学可能者数、選択者数、その右に私立の受験予定や通学区域内の状況等を記

載してございまして、一番右が前年度の選択実績でございます。左から３列目の選択者数をご
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覧ください。上野中学校と浅草中学校の２校は入学予測が入学可能者数を上回る可能性がござ

いますので、11月18日に開催をされました教育委員会におきまして抽せんの実施を決定いたし

ました。まず、上野中学校は入学可能者数が128人のため、通学区域内の選択者と兄弟の在籍

者、抽せんの上位６人を入学予定者とし、次点以降を補欠登録順位を決定をしたところでござ

います。次に、浅草中学校でございます。入学可能者数160人のため、通学区域内の選択者177

人と兄弟の在籍者合わせて180人を入学予定者としまして、区域外の方については補欠順位を

決定いたしました。 

 なお、本年度から補欠登録者には二次選択を認めます。二次選択の可能校は、抽せんを行っ

ていない５校といたします。項番の２のスケジュールでございますが、現在、他区に住所があ

る方の区域外就学について、上野中学校及び浅草中学校を除く５校の申請を受け付けておりま

す。区内の在住者に対しては１月の上旬頃に就学通知を発送する予定でございます。また、上

野、浅草中学校の補欠登録者で２月下旬までに入学予定者への繰上げがない場合は、２月の末

日までに通学区域校や二次選択をした学校のいずれかを入学校として決定をする予定でござい

ます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 初めに、令和８年度区立幼稚園及び認定こども園（短時間保育）の募集状況につい

て、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 私のほうは、この預かり保育申込書のところの表のほうでちょっとお聞き

したいと思っております。 

 令和７年のほうは111名だったのが、今回令和８年128名と登録者数が登録予定者数が増加し

ておりますけれども、その中で非定期登録、一時利用の人数、今年度はどのようになっている

か教えていただけますでしょうか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 非定期のお申込みですが、今後、手続をしてまいりますので、今後、

手続をした後に確定をするというふうな状況でございます。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 令和７年の４月から既に始まっている一時利用者数とかの実績をお聞きし

ます。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 大変失礼いたしました。令和７年度から始まってございます預かり

保育の状況でございますが、全園で平均しまして１日平均で13.4名のご利用をいただいている

という状況でございます。また、今年度は10園全園で実施をしておりますので、従来から預か

り保育を実施している５園について申し上げますと19.2人というような状況でございまして、

昨年の平均よりも伸びている状況でございます。 
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○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 それはよかったと思います。令和５年度の５園のみですけれども、その令

和５年は11.4人、令和６年度は17.9人と聞いておりましたので、令和７年度、今現在で19.2人

ということで、やはり確実に保護者のニーズが増えているのかなというのを感じております。 

 それで、昨年の委員会で預かり保育に関するアンケートの実施を要望したんですけれども、

それは実際実施されたのか、その結果はどうだったのか、教えてください。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 今年度、幼稚園の預かり保育の利用者を対象にアンケートを実施い

たしました。結果として215名の方にご回答いただいた状況でございまして、様々項目ござい

ますが、保育の時間ですとか預かり保育の活動内容、また保育士への満足度につきましてはい

ずれも80％台のご評価をいただいておりまして、好評であったものというふうに認識をしてご

ざいます。 

 一方で、手続の満足度については、満足度は39％で比較的低かったという状況でございまし

て、恐らく、利用申込みのために現在システムをお使いいただいていますが、そのシステムの

使いづらさ等があるのかなというふうに考えております。システムにつきましては事業者のほ

うで用意をさせておりますので、現在改善に向けて協議を行っているところでございます。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 やはりその申込方法がなかなか難しいというところのご意見ってやはりあ

ると思うんで、その辺は速やかに改善してほしいと思っております。 

 こちらはあとは要望なんですけれども、今、幼稚園行事が例えば土日にあった場合には月曜

日が振替休日となります。現在はそれに対しての預かり保育は行っていないと思いますが、や

はりその保護者の方からのその預かり保育をしてほしいというお声がやはり私のほうにも聞い

ておりますので、ぜひこの後、ぜひその辺については検討していってほしいと要望しておきま

す。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 台桜幼稚園が増え、今回10園になったので、一回一安心というふうに思って

いるんですけれども、台桜幼稚園さんが園児募集行って数が少し増えたというところでいった

らば、地域のその適正年齢の子供が越してきて増えてきたのか成長してきて増えてきたのか分

からないんですけれど、その辺の違いの部分であったり、あと、台桜幼稚園がこういうところ

を工夫してきてから少し増えたんじゃないかというふうに教育委員会は思っているというのが

何かありましたら教えてください。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 まず、台桜幼稚園の広報についてでございますけれども、特に今年

度、周辺にある施設、例えばですけれどもコミセンの中の児童館ですとか図書館に出向きまし

てイベントに参加して啓発を行ったりですとか、あるいは、それ以外も地域のイベントには
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様々参加をされまして、広報をしてまいりました。また、園独自のＳＮＳのアカウントを取得

をしまして、積極的に園の行事等を発信したということがよかったのかなと思っております。

また、未就園児の会というイベント、これは全園でやっているんですが、ただ、台桜に関して

いいますとテーマを変えて様々な内容を毎週のようにやっていたというようなことがございま

して、そういった点で３歳児ですとかその保護者にアプローチができたのかなというように考

えております。 

 また、２点目で地域の人口というところですけれども、台桜に関して申し上げますと、幼稚

園は通学区域というものがございませんので、なかなかその地域の考え方難しいんですが、た

だ、やはり近いところに通わせたいというのは、お声は多いかと思います。仮にですけれども、

併設小学校の通学区域というような形で分析をしてみますと、台桜に関していいますと入園予

定の年次の年齢のお子さんの数が令和６年48人、７年は43人、今年度は49人ということであま

り大きくは変化していないのかなというようなふうに捉えております。これはほかの園におき

ましても急激に増減があるというような、そういった区域はないというような状況でございま

す。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 今の課長の答弁の中で地域によって、その地域をどこで区切って見るかとい

うの、確かに小学校単位ぐらいで見たときに大きな変化はないというふうに言いながらも田原

が一桁になってしまったというのがあって、田原地域のマンションはね、直接的につながりは

ないですけれど、見るとやはり値段も上がっているし、家賃もじりじりと上がっているなとい

うところでいうとファミリー世帯層が住みづらい地域になりつつある、なってきたという経緯

があるのかなとは思ってはいます。田原幼稚園の保護者などはこの入園、来年、再来年度か、

に向けてのこの園児募集についての署名活動をしようかしまいか、し始めようなんていう話も

出ていると聞いていますのが、今後５年ぐらい少し先を見てなんですけれども、今のその10人

という募集停止人数というのが本当に適正なものなのかどうかというのは、現時点でどういう

ふうに考えているのか教えてください。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 編制基準でございますが、昨年度本委員会において報告をさせてい

ただいたとおり、例えば人口に今後大きな変動があるということも予想されますけれども、た

だ学級編制基準というのは人口とかそういった状況から導き出すものではなくて、教育環境を

担保するためには何人が必要かという考え方で設定をさせていただいたものでございますので、

ある程度長いスパンで今の基準なのかなというふうに考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 もちろんその変えたときの委員会にも所属はしていましたので意見、そのと

きにも述べさせていただきましたけれども、やはり公立幼稚園は公立幼稚園のよさがやはりあ

って、公立としての受皿は絶対この園数は必要だなというふうに思っています。地域的にまあ
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まあ区内にいい感じでばらけて区立幼稚園があるので、これ以上減らされるとやはり公立に通

いたいという保護者の考えからしたら減るのは困るなというふうに思っていますので、維持を

ぜひしていただきたいなと思います。もちろん私立は私立ですごく特徴的な講師を呼んでそう

いう園児に対しての活動をしていたり、また、地域とのつながりも公立園とは違うつながりで

その活動を持っていたりというのがあるので、もちろん幼稚園バスの有無も一つ大きなものも

ありますけれども、ぜひ今ある幼稚園がこれ以上減らないように、どうしても今の傾向として

は両親とも働かなければ台東区内で暮らすのなかなか大変だというご家庭も増えてきているん

だろうなと思うし、実際に増えているというふうに思っていますので、受皿としてはきちんと

これをつくり続ける、持ち続ける台東区であるというふうに思っていただきたいということだ

け強く要望しておきます。以上です。 

○委員長 石川委員。 

◆石川義弘 委員 １つだけちょっと言わせといてもらおうかなと、今しがた言ったように10

人を確保しないと指導するためのそのものが得られないというふうに言われましたよね。10人

を確保していく、それを常に確保していくために、今これ見ていくと、実はその予定人員は

771名で在籍予定数は371ということは50％を切ってしまっている、その上に預かり保育のほう

も見ていくと、実はこれ50％近くになってきていて、さらに言わせてもらえば、台桜さんとか

田原には一応、形上は来ている、預かり保育をしてもらいたいという人が来ている、ところが

編制されないという形になってしまう。実はその最低でも安心して１クラスは確保できるとい

うことは、これ実は教育委員会のほうが相当真剣に考えていかなければいけない問題じゃない

かと、実際台桜さん、鈴木委員言ったとおり、今年は台桜さんよかったですね、こういう話じ

ゃないんじゃないかと思っている。というのが、これ今やっていること自体は各学校に責任を

負わせてしまっている、各学校が、いや、みんな冷や冷やしているわけですよ。今年うちが10

人切ったらどうしよう、実はその前、千束がそうだったですわ、校長たち、首絞まってしまっ

ていますよ、正直言うと、園長、校長たちが。これは実は園長、校長たちの責任かというとき

に、実はこの定員数や何かを見ると、これ校長や園長たち、その地域の人たちに責任を持たせ

ること自体が果たしてどうなのかなというふうに、私はこれ、数字だと見えてしまうんですが、

この辺どう考えていますかね。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 まずですけれども、各園で各園のよさをきちんと広報して、そこを

園児獲得につなげていくというのが園としての本来業務の一つでございますが、ただこういっ

た状況でございますので、そこを教育委員会としても連携をして全力で支援をしていく必要が

あるんだろうなというふうに考えております。その上で、昨今の状況を見まして、適切な教育

に必要な学級の規模が編制できるようにという現在の状況を踏まえまして昨年度、幼稚園の今

後の対応についてを決定させていただいていたので、その中で、例えば他区ですと一斉に複数

の園を廃園をしたりですとか、あと、既に公立園は持たないですとか１園とか２園しかないと
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いうような状況の区も存在しております。ただ台東区としては、例えば地域の幼稚園資源がど

うあるのかとか、あとは近隣の保育施設がどうあるのかとか、様々な状況あると思います。そ

の中でやはり区民のニーズに応えられる教育環境を提供するべきだというところで、ニーズを

重視しまして、学級編制基準を設定をし、またその基準が達成されない場合は今後、閉園を検

討するというような考え方とさせていただいたところでございますので、考え方に基づきまし

て、引き続き対応してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長 石川委員。 

◆石川義弘 委員 今言ったとおり、どうにか増やさなければいけないといったときに、いろ

いろ手かせ足かせがついてしまっている。例えば校長先生ないし園長先生がどこかのお宅へ行

って、あなたの子供、入れる年齢になってきますよねという話は、実は個人情報が漏れている

いうことでできません。それから、ポスターや何か貼ろうと思っても、これは予算適正な措置

としてされていません。こういうことは実は公立幼稚園では原則難しいんだと思っています。

というのは、私立幼稚園は特徴ある私立幼稚園ということで、ここに予算を出して私立幼稚園

は特徴をつけています。じゃあ公立幼稚園全体がそれぞれの公立で特徴を出せるのかというと、

この辺はどうでしょうか。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 まず、広報につきましては、当然園でも行いますし、その園のﾚｲﾀﾂ

の予算の中でもできることはあるのかなというふうに考えてございますが、ただやはり一つ一

つの園だけでできることというのは限界があるのかなというふうに考えております。そのため

教育委員会では全体に関わるような点、例えば園の冊子を作りまして、これ私立も公立も含め

てでございますが、幼稚園のよさというものをなるべく区民の皆様にお伝えできるようなもの

を印刷をし、またそれをこれから就園を検討されるような世代のイベントで配ったりですとか、

あるいはホームページも共通のもの、またインスタのアカウント取得等も行いまして、そうい

った共通のところは教育委員会内で連携をして支援をしていると、そういった状況でございま

す。 

○委員長 石川委員。 

◆石川義弘 委員 これね、今言ったように人数だんだん減ってきている、さらにこれ来年ま

た減るでしょう。その中でまた足りないところが出てくる、もしかしたら田原小学校、田原幼

稚園は足りるかもしれない、でもこの責任をその地域とか園長先生に求めてほしくないと思っ

ています。これできれば、これ正直言うと教育委員会の責任として、しっかり増やすんだった

ら増やす、この園の存続させていくんだったら存続させていくと、最低10人を集めるんだった

ら10人集めるという努力は教育委員会がしていくべきだと思います、今の答弁の中では。それ

はしっかり責任を持つ形でやっていただきたい。来年もし10人以下のところが、田原幼稚園が

20人以下がなるということになれば、これは潰れるということになりますので、閉園しなけれ

ばいけないということになりますので、これはしっかり教育委員会が責任を持ってやっていた
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だきたいということをお願いしておきます。いいです。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 なかなか厳しいご意見ですね。ちょうど土曜日の日に近隣幼稚園の60周年

がありました。非常に特色豊かな幼稚園ですね。今、公立幼稚園、横並びで公立幼稚園ならで

はの特色というのももちろんありますが、個々の園の特色というのも非常に出していると思う

んですね。ですので、ちょっと議長からもお話ありましたが、この入園の園児を確保する作業

というのは、これは確かに大変な作業ですよ。私も近隣のエリアで人数の問題があって、ただ

そのときは、たまたまですけれど、幼稚園の同窓会長もいるところだったんですね、年配の町

会長さんなんですが、そういった皆さんを中心にエリアですごい頑張って、いわゆる未就園児

の会、そこはひよこの会という名前でしたが、ひよこの会のポスターがもう無数に貼られてい

たという状況も見ています。ただ、私、今、議長がおっしゃったとおり、じゃあこれが、じゃ

あ誰の仕事なのかというところに関しては非常にやはり疑問を感じます。もちろん自分の母校

といいますか、地域の園がなくなってしまうということで町会ですとか卒園生が中心になって

こうやって活発に動くということは一つの地域のコミュニティとしてはいい傾向かもしれませ

んが、じゃあこれがもう繰り返し繰り返し続くことになったときにじゃあどうなのか、あるい

は実際にそれが目的が達成されないで残念な結果に終わったときに、じゃあその地域住民の皆

さんのその思いはどこに行くのかとかいうことを考えると非常に難しい問題です。 

 あともう１個だけ言っておきたいのは、ＳＮＳの発信ですとか未就園児の会、これも教育委

員会の担当者のいろいろなサポートありますが、最終的には園長先生だったり現場にいらっし

ゃるその先生たちのお仕事じゃないですか。このプレッシャーも含めた仕事量というのは本来

の業務じゃないですよね。やはり園長先生も幼稚園の先生たちも実際の保育時間に全力でかけ

ていただいて、今いるお子さんたちに対するいろいろな取組を頑張っていただく、そこにやは

り集中していただいて、次年度の10人を確保するためのいろいろな取組に現場のそれぞれの園

の先生の時間が割かれていく状況というのは決してよろしくないのかなというふうに思います

ので、その点ぜひ、ちょっと議長とも石川委員とも似ている部分があるんですが、その点はお

願いいたしたいと思います。責任の所在はあくまでもそれぞれの園、学校ではなくて教育委員

会ですよね、それはもちろんだと思います。 

 それと、今から二十数年前のときも幼稚園のﾃｷﾃｷがありました。あのときも私の地域の幼稚

園が廃園になって、相当な運動がありました。ただ、あのときの幼稚園の廃園関係と今回のい

ろいろな取組と１つだけ違うところがあるんですね。あのときは廃園イコール、将来的な道筋

としてその小学校も廃校になるだろうということがあったんですよ。幼稚園のﾃｷﾃｷと小学校の

ﾃｷﾃｷと結構同時期に進んでいましたので、なので、その小学校関係者も含めて大きな運動にな

っていったんですね。ただ今回は、いわゆる幼稚園の問題、私立もそうですが、保育園とか違

う教育のシステムとの闘いといいますか比較じゃないですか。だから仮にその併設する幼稚園

が縮小していったとしても、イコールその学校自体が閉園に追い込まれるという、その懸念と
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はちょっと違う部分なのかなというふうに思っていますので、その点も踏まえて、今回その学

級編制の基準というものをきちんととつくったわけですから、それにのっとって粛々とまずは

進めるということをお願いいたしたいと思います。 

 ただその一方で、最初冒頭に多くのご意見をいただいているということを一番最初に言いま

した。確かに当該地域の方たちは、あるいはバッジつけている私たちも実際自分のエリアにそ

ういう問題が勃発したら、それは体を張ってでも守りますということになっていきますよね。

ですのでその辺も含めて、やはり丁寧な説明と意見をちゃんと聞くことを努めていただきたい

ということも併せてお伝えをし、この幼稚園に関しては了承します。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、区立中学校選択制度の選択状況について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ここのところ毎年この選択状況の数を見ると特定の学校でずっと抽せんにな

っていて、特定の学校が少ない入学者というのが、何かこういう偏りというのかな、偏在とい

うのかな、何かすごく感じているんですね。そこに通っている保護者とか子供たちは何を見て

その学校を選ぶのかというのでは、もちろんケーブルテレビで各学校が学校紹介というのをや

っているのを見たり、あとは各学校に自主的に訪問して学校の雰囲気とかその生徒の感じとか

を見ながらそこに行こうというふうに選ばれているご家庭が多いんだろうなとは思うんですけ

れども。ただ、見ると、じゃあ今回少ない、桜橋や駒形がここのところずっと少ないなという

印象でもあって、上野や忍、浅草などはずっと多いなという印象であってというような、この

偏りがずっと続いているような、思っているんですけれども、これについて、区教委としては

どういう考え、思いを持っているのか教えてください。 

○委員長 学務課長。 

◎仲田賢太郎 学務課長 まず、偏りでございますけれど、例えばですが、選択制度は平成15

年から始めております。その長いスパンで見ますと、今、不人気だというようなふうに取られ

がちな学校も、かつては抽せんだったりというような状況がありますので、やはり年によって

大分変動はしてくるのかなというふうに考えておりますが、その上で、選択をする制度なので、

偏りはどうしても一定程度生じるのかなというようなことで考えていますが、ただ、今年度も

アンケートを実施しまして、約９割の保護者の方が選択制については肯定的な意見をおっしゃ

っていらっしゃるということで、引き続き選択制度については継続をしていきたいと思ってお

ります。 

 一方で、選択の際に誤った情報で選ばれるということがあってはならないというふうに考え

ておりまして、広報ですとか、学校案内冊子、また、おっしゃっていただきました学校公開な

どを通じまして、適切な情報を提供して、お子さんが自分に合った教育環境を選択できるよう

な、そういった環境を整えてまいりたいというふうに考えております。 
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○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 アンケートの結果は、９割、よいというふうになっているんだろうというの

は、なるほどなと思いました。ただ、この数年というところで見ると、長いスパンで見れば、

確かに凸凹というのは、一定平準化されるのは分からなくはないんですけれども、やはり子供

が通っているのは、あくまでもその３年間、６年生から考えれば４年間とかいうふうになるわ

けで、その中で、途中でね、やはり私、この学校合わないからほかに行きたい、ほかの学校に

移りたいというのが単純にできるわけではないので、６年生のときに選ぶ、そのピンポイント

というのはすごく重要なポイントなんだというふうに、私などは話をさせていただいています

けれども、選択制がいいのか、また、地域の子供たちは地域で育てるんだという意気込みもあ

る台東区の中で、選択制ではない方法というのがあって、やはり捨てられずに私もいるところ

でありますので、ぜひ選択をするタイミングになる６年生には、特にＳＮＳでの眉唾な情報が

なくはないわけですから、そういうのでの踊らされることなく、現地見ていただいて、どうい

うふうにね、学校がどうなっているのか、授業の風景がどうなのか、先生たちの意識向上がど

うなのかとかってね、いろいろな情報を子供たちに与えていただきたいなというふうに思って

います。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今、少人数の話ありましたが、中学においては、確かに人数やはりある程

度集めたいとなるんですが、今の選択制のレベルでいえば、そんなに、少ないからよくないと

いうだけではなくて、逆に保護者の方によっては、ちょっと少人数の学校を選ぶということも

あるみたいなんですね。ただ、問題というか、課題としては、ちょっと少人数が続いてしまう

と、部活動なんですよ。スポーツ系の部活動がチームを組めないとか、そういう課題が実はあ

るんですね。 

 先日もある地元の区立小学校の卒業生が台東区で初めてドラフトに指名されたんですね、野

球で。母校を訪れたということが新聞ニュースに出ていましたが、そこの学校も実は、それだ

け名門の選手を生み出している野球部にもかかわらず、人数問題というのが出てしまっている

んですよ。ですので、これ、大会にエントリーできないとかいうことがないように、試合に出

るときのルールというのかな、地方の小さなエリアとかでは、甲子園大会なども複数の学校が

一緒になって１チームをつくったりとかいろいろな取組があると思うんです。あとは練習自体

が成り立たないんで、一緒に練習するとか、そういった、人数が減ってしまったことによる弊

害は、なるべく教育委員会のほうでフォローアップしていただきたいなと思いますが、いかが

でしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 部活動のことに関わることですので、指導課のほうからお答えいたしま

す。 

 現在、中学校の部活動については、在り方検討協議会というものも含めて、地域連携、地域
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移行ということで取り組んでおります。今、委員おっしゃったようなところというのは非常に

ありますし、また今後、そういった、都とか、また、全国大会に向けていく大会等というのは、

やはりそういったところでのルールというのがありますので、そういったものも踏まえつつ、

また今後の在り方検討協議会でも協議ながら、しっかりと部活動がまた地域連携、地域移行に

なっても、子供たちの活動の確保ということができるように取り組んでいきたいというふうに

思っております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 承知いたしました。はい、了承します。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和６年度いじめの認知件数について、令和６年度不登校児童・生徒数につ

いて及び「令和７年度東京都児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果に

ついて、指導課長、報告願います。 

 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 それでは、教育委員会４、５、６について一括してご報告をいたします。 

 ４、令和６年度いじめの認知件数についてです。 

 資料10をご覧ください。項番１、いじめの認知件数及びその内訳の集計結果でございます。 

 いじめの認知件数は、小学校で441件、中学校で80件になっております。いじめの未解消件

数は、小学校で124件、中学校で17件でございます。これはいじめの解消は、いじめがなくな

ってから３か月を経過しないと解消とはならないため、解消していると思われるが、念のため

に見守りをしているという数字も含まれております。未解消の件については、当然のことです

が、学校は継続的な指導をしております。また、教育委員会といたしましても、未解消の件に

ついては、小中学校全体の年度をまたいで追跡調査を実施しており、令和７年６月調査時点の

解消件数は、小学校の未解消124件のうち48件が解消、中学校の未解消17件のうち16件につい

て解消の確認ができております。 

 なお、小中学校において解消に至っていない事案についても、現在、解消へ向かっているこ

とを確認しております。 

 項番２、いじめの認知件数の推移を表したグラフとなっております。令和６年度のいじめ認

知件数を前年度と比較しますと、小学校では23件減少、中学校では27件の増加となっておりま

す。 

 項番３、考察でございます。各学校は、いじめを許さない指導の徹底、ＳＯＳの出し方に関

する教育の推進などを実施しております。また、東京都教育委員会が示しているいじめ防止に

おいて必ず取り組む18の項目を基に、いじめ防止の取組を教員が点検評価した上で、自校の課

題を的確に把握し、それらを改善するために具体的な取組を行っております。これらの各学校

の取組の結果、繰り返しになりますが、令和６年度のいじめの認知件数は、前年度と比較いた
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しまして、小学校では23件減少いたしました。中学校では、いじめの認知件数が27件増加しま

したが、未解消17件のうち16件が令和７年６月30日までに解消をしております。今後もいじめ

の防止に向けた取組を充実させるとともに、軽微ないじめの積極的な認知や学校いじめ対策委

員会を核とした組織的対応を推進してまいります。 

 次のページをご覧ください。本案件は、参考にありますとおり、令和６年度台東区児童生徒

の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査を基にしております。 

 いじめと認知されたものについては、指導課への連絡を義務づけており、学校と共通理解を

図っております。指導課といたしましては、今後もいじめの認知件数が多い学校に問題がある

という捉え方はせず、いじめはどの学校、学級でも起こり得る問題と捉え、もしかするといじ

めではないかという視点で児童生徒を見守ることの大切さを各学校に指導してまいります。 

 次に、５、令和６年度不登校児童・生徒数についてご報告いたします。 

 資料11をご覧ください。項番１が集計結果、項番２、３はその推移を表したグラフとなって

おります。令和６年度の不登校児童生徒数につきましては、小学校で100名となり、前年度よ

り６名増加し、出現率は1.41％となっております。中学校は175名、前年度より29名増加し、

出現率は7.7％となっております。 

 次のページをご覧ください。項番４、考察についてです。 

 本区の不登校者数は、小学校100名、中学校175名となり、不登校の児童生徒は増加傾向にあ

ります。小学校の不登校出現率は、国や都よりも低い値であるものの、昨年度比0.11％増とな

っております。中学校の不登校出現率は、国や都よりも高い値となり、昨年度比1.2％増とな

りました。この結果からも、学校や社会を取り巻く環境の厳しさが増えていることが分かりま

す。子供たち一人一人が自らの生き方を主体的に考え、社会の一員として自立できるよう、

様々な状況に対応した居場所づくり、教育環境の整備が求められております。 

 項番５、今後の対策についてです。 

 台東区不登校対策ガイドラインを基に、学校や家庭、関係機関との緊密な連携を図ってまい

ります。また、令和７年度より校内教育支援センターほっとステーション、全校、チャレンジ

クラス「グランツルーム」、上野中学校の設置や不登校巡回指導教員の派遣等、不登校対策を

実施しております。今後も不登校の未然防止、早期対応、長期化した場合の対応等、学校と教

育委員会が連携し、各校の取組の充実を含め、不登校が生じにくい、魅力ある学校づくりを推

進してまいります。 

 なお、本件については、いじめの調査と同様に台東区児童生徒の問題行動・不登校等生徒指

導上の諸課題に関する調査を基にしております。今後も不登校の未然防止、早期対応、長期化

した場合の対応等、学校と教育委員会で連携して、不登校の生じにくい、魅力ある学校づくり

を推進してまいります。 

 ６、「令和７年度東京都児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」の結果につ

いてご報告いたします。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 資料12をご覧ください。本調査は、項番１から３に示したとおり、子供の体力や運動習慣等

の状況を把握するとともに、課題に対応した施策の実態や体育、保健体育の授業等の充実、改

善に役立てることを目的として、小中学校の全学年を対象として、令和７年５月から７月にか

けて各学校にて実施いたしました。 

 調査項目は、項番４に記載のとおりでございます。 

 項番５、調査結果につきましては、恐れ入りますが、別表をご覧ください。 

 上から順に、台東区の平均値、東京都の平均値、台東区と東京都の平均値の差を示しており

ます。２ページは男子、３ページは女子の結果となっております。都の平均を上回っている数

値は背景色を青、都の平均を下回っている数値は背景色をピンクとしております。ご覧のとお

り、一部都の平均を下回る種目、学年がございますが、男子の握力、反復横跳び、立ち幅跳び、

ソフトボール投げ及びハンドボール投げ、女子の反復横跳び、20メートルシャトルラン及び持

久走、50メートル走、立ち幅跳び、ソフトボール投げ及びハンドボール投げなどは、ほとんど

の学年が都の平均を上回る結果となっております。 

 全国調査は小学校５年と中学校２年を対象とし、調査結果をまとめていますが、今年度の結

果についてはまだ公表されておりません。 

 １ページにお戻りください。各学校におきましては、項番６に記載されているような取組を

行うことで体力の向上に取り組んでおります。 

 項番７、区における取組についてです。 

 本区におきましては、運動習慣の定着に向け、令和５年度から令和６年度まで東京都の補助

を受けて実施していた、Ｔｏｋｙｏスポーツライフ推進事業を引き継ぎ、令和７年度から台東

区スポーツライフ推進事業として、記載の（１）から（３）のような取組を実施しております。 

これからも体力・運動能力調査の結果を基に、学校の実態を合わせた体力向上に係る取組の推

進を図るとともに、学校教育全体を通した取組や家庭、学校、地域と連携した取組等により、

確実に子供の運動習慣化を促進していきたいと考えております。報告は以上でございます。 

○委員長 初めに、令和６年度いじめの認知件数について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。 

 今回、いじめの件数、微増ということかなと思ったんですけれども、重大事態に至ったよう

なケースというのはあるんでしょうか。また、過去にあったかどうかも含めて教えてください。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 お答えいたします。 

 まず、重大事態については、６年度の結果、ございません。過去にもございません。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 ありがとうございます。 

 そのこと自体は、いいのかなというふうに一応評価するんですけれども、重大事態にもし至
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れば、いじめの加害者とか被害者とかいうことが明確化されて、その時点でいろいろと対策も、

例えば別教室での特別授業を行うですとか、あとはいろいろなプログラムを行うですとか、そ

ういったフェーズに入ってくると思うんですが、その前の段階で食い止めているということだ

と思うんですけれども、そうなりますと、そういった別室授業だとかいうのが、ある意味、現

場の判断というか、少し、何ですかね、どうやったらいいかって、正解がないような状況なん

じゃないかと思います。その辺りについて、今現場ではどのように対処されているか教えてく

ださい。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 まず、このいじめ防止対策推進法の23条では、学校がいじめを認知した

場合、被害の子供への支援と加害の子供への指導を継続的に行うことが求められております。

学校は、双方の保護者にいじめの事実や学校いじめ対策委員会で協議した対応方針を丁寧に説

明し、理解と協力を得ながら、安心できる学習環境を整えることができるように取り組んでお

ります。また、委員おっしゃったとおり、加害の児童への指導を繰り返しても改善が見られな

い場合、この場合には、同法の第23条の４項に基づいて、加害の子供が別室で学習する措置を

講じる場合もございます。 

 教育委員会といたしましては、学校と教育委員会が連携し、未然防止、早期発見、早期対応

に取り組むとともに、児童の安全と学習権を最優先に専門家の助言をいただきながら組織対応

をしてまいります。 

○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 今ちょっと先取りして答えていただいてしまったんですけれども、ちょ

っと懸念としましては、その被害を訴えている児童につきましては別室対応ですとか、そうい

ったほかの別の学校に誘導するだとかあると思うんですけれども、よく聞くのが、加害者、ま

だ重大事態に至って、加害者という表現が適切か分からないんですけれども、どうして加害し

ていると思われる子だけ一緒にみんなと授業が受けれるのというようなことがあるものですか

ら、そういった方に対する対応はどうなっているのかなということを思っておりました。今、

課長の答弁では、の辺については、被害を訴えている子だけが別室に誘導されることではない

と、そこは現場で柔軟に対応されているということが確認できましたので、その点は安心いた

しました。 

 そうですね、不登校の件もありますけれども、いろいろな状態にある児童が増えてきて、現

場の負担なども大きいのかなと思うんですけれども、引き続き対応していただければと思いま

す。以上です。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 いじめって、いじめた子は忘れてしまっても、いじめられた子は一生覚えて

いるというのがやはりいじめだと思うんですね。数が増えた、減ったって毎年報告がある数で

は、経過としては見てはいるんですけれども、どうやってやったらゼロになるのかって、すご
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く難しいことだろうなというふうに私自身も思っていつつ、いじめゼロに向けて、学校内で、

または区教委のいろいろなサポートで向かっていただきたいなというふうに思っています。 

 お伺いしたいことが、今回このいじめの認知の中で外国にルーツを持つ児童生徒というのが

件数としてあるのか、それはどうですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 お答えいたします。 

 まず、そういった件数ということについてはございません。 

 言語理解が主となるような要因というケースは報告をされておりませんので、ございません。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 なるほど。例えば、じゃあ、いじめの中でいったら、外国人だからいじめら

れたとか、外国人だからいじめたというのはないということなんですよね。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 まず、言語にまつわること、また、によって、この調査自体は項目とい

うのが決まっておりますので、そういった、いじめとしての数ということでは捉えはあります

けれども、言語を主たる要因としたケースというのは捉えていないというところであります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりましたと言っていいのかな。分かるような分からないような。 

 その外国にルーツを持つとか、いわゆる容姿が明らかに違うとか、おまえの親は外国人だろ

うとか、おまえは何々人じゃないかみたいな、そういうことでのいじめは、いじめ自体はある

けれども、それだけの件数を抽出はしていないというふうに認識をしました。 

 そういう認識の中でなんですけれども、秋間議員の一般質問の中で、少し展開でも言いまし

たけれども、やはり、実は学校内でのいじめにつながっていない、いじめと認定をされていな

いことであっても、ちくちく言葉で、おまえは日本人じゃねえんだから後ろ並べというような、

それってすごくちくちく言葉で、言っては駄目だよと言っていながらも、使ってしまったから、

今回そういうのが事例として挙がってみたりね。あと、外国から事情があって避難生活をせね

ばならぬ子供たちが、台東区内の学校でうまく受け入れられずに、ちょっと不登校のほうにも

うなってしまうんですけれども、つながってしまうとかね。そういうところがないような手だ

てというのがやはり大事だと思うので、その区切りの部分、これが外国人に対してのいじめで

すとかいうのは、今の段階では、その区切り、仕切りの部分はないのかなとは思うんですけれ

ども、やはりそういうところも調査の中では、資料としては教育委員会として持っていただき

たいなというふうに思いますけれども、その点何か議論されているものはありますか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 やはりそういった外国にルーツのある子供たちに対しての関わりという

ところでは、やはりそういう文化を理解するとか、また、その子供たちのことについて知ると

いうことを各学校でも様々な教育活動を通じてやっているところではあります。 
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 ですので、やはりそういったことにつながらない、また、そういったことがあった場合は、

すぐにその場で指導したりというようなこともやっていきながら、早期に本当に対応していく

ということはこれからも重要になってくると思いますので、そういったことをしっかりと指導

してまいりたいというふうに考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 ぜひ、どういう仕切りを持てるかというのが、これなかなか難しいなと思い

ながらもですけれど、やはりいじめというものの定義の中で、今まではなかったけれども、や

はり事案としては上がってきているというものは、やはりカウント１というふうにカウントが

できるようなことが必要だろうなというふうに思っていますし、あとは、本当にそれが子供同

士のいじめというのが発展していけば、大人同士だって、文化の違いを攻撃する人たちが増え

てしまったり、何々人だから何とかなんだみたいなレイシストの人たちが増えてしまうという

のがやはりあってはならないことだというふうに思うので、まず、そもそも教育の中で、どん

な人種であれ、どんな立場であれ、平等、対等だというのが今の日本国憲法が基になっている

わけですから、決して差別、区別を助長しない、させないというのがすごく大事なことだとい

うふうに思っています。午後の委員会になってしまうかもしれませんけれども、いじめの問題

でもちょっとその点は聞きたいと思いますので、よろしくお願いします。以上にします。 

○委員長 このまま委員会自体は進めてしまいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 では、ただいまの報告については、ご了承を願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和６年度不登校児童・生徒数について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 望月委員。 

◆望月元美 委員 この不登校の今回の数字に関しては、そんなにすぐに効果ということはな

いんですけれども、今後の対策のところで、令和７年度にもやってきた不登校支援の取組のと

ころでちょっと確認をしたいと思います。 

 この４月から、特に中学校のほうでは不登校対応巡回教員の配置をしておりますが、その教

員の方が週１回訪問ということは、７校のうち５校なので、毎日回っていただいているのかな

というところも思います。その中で、実際にどのような効果があったのか教えてください。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 まず、不登校対策ということで、ガイドラインの中でも、チャレンジ、

まず、クラスということで上野中学校にありますけれども、不登校の生徒にとっては居場所と

なり、また、出席率ということでは、昨年度とその子供の出席率を比べたところ、それぞれ上

回っているというところで、実際に全体で81.8％、１、２年生は100％、昨年度よりも出席率

が上回っていると。３年生については50％というところでございます。また、不登校巡回教員

によるところでは、家庭訪問で登校できるようになった事例も聞いております。情報共有が進

んでいるというところではありますけれども、一方で、学校に足を運べない生徒への支援方法
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や巡回校との連携強化というのが課題というところでございます。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 だんだんと効果が出てくれば、来年の不登校の人数も大分少なくなってく

るのかなというのを期待するところではあるんですけれども、この拠点校が今、忍岡中学校１

校なんですけれども、これについては、ちょっと要望なんですが、今後もうちょっと増やして

いただきたいということを要望しておきます。 

 それと、小学校でのほっとステーションなんですけれども、これについての４月からの状況

を教えてください。 

○委員長 教育支援館長。 

◎増嶋広曜 教育支援館長 お答えいたします。 

 今、小学校のというお言葉だったんですが、一応中学校も全校開設しておりまして、先月の

利用者数でいいますと、小学校は69名、中学校は70名の利用をしているという報告が上がって

おります。 

○委員長 望月委員。 

◆望月元美 委員 そういうふうにある程度不登校の生徒さん、児童の中でそれだけの人数が

このほっとステーションに足を運ぶというのはとてもいいことだと思っております。 

 私もある学校のほうでちょっと状況を聞いたところ、細かい事例は言えませんけれども、や

はりそのほっとステーションがあることによって、実際に自分の教室に入れるようになったと

いうことも聞いておりますので、やはりこれはかなり効果があるのではないかと思っておりま

すので、今後またしっかりとやっていただきたいとしておきます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 じゃあ、いじめのことでも聞きましたけれども、不登校になった子供で外国

籍ルーツの子供というのはいるんですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 不登校の主な要因というのは、無気力、生活リズムの不調ということで

あります。先ほどお伝えしましたように、言語の理解が主たる要因となってのケースというの

は報告は受けておりません。 

○委員長 今、質問は、外国籍の児童が不登校でいるのかじゃなかったですか。 

◆鈴木昇 委員 言語理解も。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 外国籍のルーツを持つ子供がいない、かつ、言語の意思疎通がうまく取れな

いからというので不登校になったという子供はいないという認識でよろしいですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 今、大変すみません。現時点でちょっとその数というのがお伝えができ

ないので、後ほど確認します。 
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◆鈴木昇 委員 分かりました。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 実際でいえば、やはりいろいろな事情、事情はたくさんいろいろケースケー

スなので、ありますけれども、不登校になってしまった外国にルーツを持つ子供というのがい

るという、私自身、認識を持っていて、やはりそれのスタート、きっかけが言葉が、その子、

小学校の年齢で台東区に越してきて、台東区内の小学校に入って、やはり言葉の壁があって、

子供同士のコミュニケーションがうまくいかず、外国籍の子供が不登校になってしまったとい

うケースを伺ったんですけれども、やはりそのような意味では、不登校になってしまう一つの

要因として、コミュニケーションが上手に取れない、いわゆる友達関係が上手につくれないか

らというのもゼロではないというふうに私自身思っていますので、もし正確な数字あったら、

委員会終わった後でも構いませんので、教えてください。 

 かつ、そういう子供たちが出てきてしまった場合には、どういうふうに区教委としては、指

導、助言をしていくのか、もしあったら教えてください。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 そういった対応に、言語にまつわるようなところということでは、教育

支援館と連携をしながら、日本語の指導講師の派遣ですとか、あと、保護者の面談の通訳の派

遣など、コミュニケーションを円滑に行えるようにということで対応してまいります。 

 また、そういったことにつながらないようにということでの未然防止という観点からも、学

校では、豊かな情操とか道徳心を培って人権意識や規範意識を身につける指導を行いながら、

互いを認め合う育成にも努めてまいります。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。 

 本当に重要なことだと思うんですね。これから日本の国内、どこの自治体もやはり外国人の

子供を受け入れていくとか、あと、一緒に共存して生活をしていくというのが当たり前な社会

になっていくんだろうと思っていますので、やはり子供の教育の面で見た助言や指導というの

かな、差別のない社会をどうやってつくっていくかというのは大切だというふうに思うんです

ね。 

 もう一つ、私たち共産党区議団で、上野中学校のクラスを、不登校クラスを見させていただ

きました。もうちょっとそこの環境を整えたほうがいいのかなという印象もなくはないので、

それはこれから、細かいところなので、またディスカッションさせてもらいたいなというふう

には思ってはいますけれども、自分の所属をしている学校に行けないけれども、上中のそのク

ラスであったら、またもっと個別的な学習ができたり、助言がもらえたり、行きやすいので行

っているんですという子供たちがいるんだというふうに伺ったので、そういう学校が、今は上

中だけでやっていますけれども、北と南とバランスよく増やして、子供たちがいつでも行ける

学校というのが増えていくことがいいかなというふうに思っています。 
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 それと、あと、ほかの自治体でなんですけれども、今、パソコンでゲームって、大人もやっ

ていますけれども、子供たちもやはりやっていて、不登校の子供がそういうゲームを中心にし

て登校のリハビリテーションをやるというのかな、そういう場所があるんですって。そこの方

とディスカッションした中で、そこから横のつながりで子供同士でゲームを通じて、パソコン

ゲームを通じてみたいなんですけれども、コミュニケーションが取れるようになったんで、も

ともと所属している学校に戻れるようになった、登校できるようになったというところもある

ということなので、いろいろな支援の方法があるんだなというのを学びつつ、区教委としても

いろいろな支援の方法を考えていただきたいなというふうに思っています。もちろんそれは民

間委託というだけじゃなくて、学校教員を増やし、現場での子供たちの居心地のよさが出てく

れればいいかなというふうに思いますので、ぜひその辺を考えていただきたいなと、要望とし

ておきます。以上です。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 先ほど鈴木委員からご質問いただいた、不登校の要因はですけれども、

外国籍のルーツがある子供たちですけれども、不登校の要因は複数的にありますが、この言語

理解を主たる要因として報告されるケースは今ないというところであります。個別的な国籍、

また、言語を理由とした不登校は報告されていないというところでございます。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 分かりました。現状把握を努めていただいて、子供たちが安全に通える学校

づくりを目指していただきたいと思います。以上です。 

 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 すみません、ちょっと２点お伺いいたします。 

 まず、１点目は、望月委員もお話しされていた５番の今後の対策のところで伺います。 

 ほっとステーションについてなんですが、こちらの、私も予算委員会の総括質問で、名称が

スクールサポートルーム、ＳＳＲというところでぜひつくってほしいというふうに言わせてい

ただいたんですけれど、このほっとステーションが今できたということではあるんですけれど、

実際に活用、場所はあっても子供たちが行かない、何ていうんですかね、誰も児童生徒が行か

ない場合、そこにいる人というのは、どのようにしているんでしょうか。 

○委員長 教育支援館長。 

◎増嶋広曜 教育支援館長 お答えいたします。 

 ほっとステーション、よく言ってくださいました。通称名でございまして、子供たちがほっ

とする、そういったステーション、駅のような形で、そこを拠点に、教室に行ったり、学校に

来たときのその足がかりにするというような願いを込めているところでございます。 

 現在、支援員の登録者数69名になっておりまして、主に支援員さんがいる日程というのは、

大体週５日のうち３日程度になります。委員ご指摘の子供たちが利用していないときとか来な

いときというのは、主に教室を巡回したりですとか、そのほっとステーションの環境を整えた
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りといった活動をしていただいております。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 いないときはいないときでしっかりと盤石な体制を整えていただいてい

るということで安心いたしました。 

 私も、先日、ある小学校を訪問させていただいたときに、校長先生からお話をしている際に、

このほっとステーション、活用をどのようにされていますか、いかがですかというふうに伺っ

たところ、やはり望月委員もおっしゃっていたように、もう大いに活用していますし、いざと

なったときに、不登校傾向の児童も利用できるという意味で、本当にありがたいですというふ

うなお話をいただきました。ただ、今のご答弁にもあるように、週３回程度ということで、学

校によっては、場所はあっても人がいないから使えないということもあるって伺いました。こ

の小学校では、週に３日間はスクールカウンセラーさんがいて、それ以外の日は、副校長先生

が中心となってほっとステーションを担当しているということで、月から金まで常時開設して

いると伺っています。やはり子供たちも学校に行ったとき、いざ何かあったときにほっとステ

ーションに行けるってなれば、学校に行ける場合もあると思うんですけれど、今日へ学校行っ

ても開いていなかったらって思うと、そもそも学校行かないでおこうという選択になってしま

うこともあるのかなと思いましたので、ここの小学校が実践しているように、うまく調整して、

常に開けられるような体制を整えていただきたいなということ、これは要望させていただきま

す。 

 すみません、もう１点ございます。この不登校の、この年々、児童生徒ともに不登校の数が

増えてきているというのは台東区だけじゃなく、東京都も国もそうだなというように感じてお

ります。こちら例えば令和６年度に関しては、小学校で100人、中学校で175人、合計275人に

上っておりますが、あしたば学級やフリースクールなど、様々な支援機関とつながっている児

童生徒と、それらの支援機関とのつながりができていない、不十分な児童生徒の割合など、分

かる範囲で教えていただけますでしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 お答えいたします。 

 実際に関係機関というところですけれども、関わっている小学校でいいますと、不登校100

名中80名はつながっております。中学校は175名中117名となっております。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 この数字が多いか少ないかというのは何とも言えないところであるんで

すけれど、つながっている子供たちに関してはちょっと安心はできるんですけれど、やはり区

としていろいろな、担任の教員だけじゃなくて、学校以外でもいろいろな機関とのつながりを

持たせようと、もう様々工夫はされていると思うんですが、それでもつながっていない児童生

徒の方がまだまだいらっしゃるということなので、その方に対して何かさらに対策、支援など

行っていること、またはこれから行おうとしていることなどありましたら教えてください。 
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○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 今、まず、この担任は必ず関わっているんですけれども、専門的な関係

機関というところで、そういったところとつながっていないのが、小学校でいうと20名、中学

校でいうと58名ということでありますけれども、よりやはり各ご家庭というところも様々な不

登校の要因というのはありますので、やはりその働きかけというのを子供の関わりということ

で、スクールカウンセラーですとか学校にはおりますので、そういったところも含めてどうい

う働きかけができるのかというのを組織として関わっていくということを改めてやっていきた

いというふうに思っております。また、電話連絡、家庭訪問、オンラインでのやり取り、また

は別室の紹介というのもこれからも再度、各ご家庭にもご紹介しながら対応を進めていきたい

というふうに思っております。 

○委員長 教育支援館長。 

◎増嶋広曜 教育支援館長 関係機関とのつながりというところで、支援館の事業では、スク

ールソーシャルワーク事業の活用についても補足させていただきます。 

 現在、各学校に週１回程度巡回しているところですけれども、こうした全く支援が届いてい

ないご家庭、ご本人に対しては、当然スクールソーシャルワークの対象として、医療機関、ま

た、福祉機関としっかりつながっていくというスタンスでやっております。 

 また、昨年度から始めているバーチャルラーニングプラットフォームという、仮想空間での

そういった居場所のところにつきましても、ほとんど学校に来れていない子供たちを中心にア

カウントを付与して、今40程度今年は配付して、利用を促しているところでございます。引き

続き全ての支援等をうまく活用しながら、支援をコーディネートできるように努めてまいりた

いと考えます。以上です。 

○委員長 弓矢副委員長。 

◆弓矢潤 副委員長 様々な工夫をしていただいているということです。何かこの不登校の児

童生徒について、大分昔は、とにかく学校に戻すというのが何か正しいというのがあったかも

しれないんですけれど、最近本当に多様で、親御さんも別に学校に戻ることではなくて、その

子供たちがよりよく成長していけるために、それが学校ではなく、フリースクールであったり、

あしたば学級であったりというふうに変わってきてはいると思うんですが、ただ、どこにも所

属できずにというところがやはりすごく心配でありました。区立小学校では、希望をすれば、

たった一人であってもオンライン授業を実施しているというふうな認識をしております。なの

で、つながりを持てるように、引き続きしっかりと工夫を続けていただきたいなと要望させて

いただきます。以上です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、「令和７年度東京都児童・生徒 体力・運動能力、生活・運動習慣等調査」

の結果についてご質問がありましたら、どうぞ。 
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 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 台東区の子供のこれも毎年報告を受けているので、過去の資料も先ほどもち

ょっと見てきましたけれども、台東区の子供で、例えば同学年前年比みたいな比較が、議会資

料だと、去年のを見て、学年が上がっているからというふうに見ればいいんですけれども、そ

ういう比較というのはしているのかというのが一つと、それらを見比べて、体力とか全般的な

身体能力については、台東区の傾向としてはどうなっているのか、ちょっとそこを教えてくだ

さい。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 令和７年度と６年度の比較ということですが、小学校は、反復横跳びや

シャトルランなどで平均を上回る学年が多くというところがあります。また、中学校について

は、女子の持久走やシャトルランが全学年で向上をしております。一方で、小学校の長座体前

屈、また、中学校の握力、上体起こしというのは平均を下回っており、柔軟性、筋力に課題が

あるというふうに見ております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 基礎的な筋力の部分とか柔軟性って、やはり子供の時期に蓄えておくと、持

続的に大人になってもというのもあったりするので重要な点だなと思います。これはもう全然

私の我が子の状況だけを見ていても、学校運動会でのソーランを見ていても、この学年、硬い

体の子が多いなとか、ぴしゃっとそろって、基礎体力多そうだなというのが、見比べなどをし

ていると、そのような傾向が出てんのかなというのは思いますので、なかなか区内で運動する

スペースって本当に少なくて、自転車で児童館に行くなら、走って行けというぐらい、やはり

体力をつけられる場所というのは限られてしまうのかもしんないですけれど、ぜひ子供の能力

というのを維持、向上できるように支援していただきたいなというのが一つと、あと、この調

査票自体は子供の体力、運動能力とかの調査に特化しているんですけれども、私がずっと委員

会でも言っているような、このＩＣＴ教育が始まってからの目の健康とか姿勢の問題とか、そ

ういう体の身体的健康の問題とのリンクの調査研究というのは、今どういうふうにされている

のか教えてください。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 まず、この体力調査の結果というのは、現状はこの結果を体育の授業で

すとか活動に生かすということで行っておりますので、今、委員ご指摘のような他の調査と、

また、目や姿勢の問題とか、そういったところとはつながっているというようなところは現時

点ではございません。 

 都のほうでは、都の取組により、体力の電子化というのが、結果を電子化ということが行わ

れておりまして、今後はこれらのデータを活用して、子供の健康や生活習慣、また、ＩＣＴ活

用による影響というのを総合的に分析する方向で見ていきたいというふうに思っております。 

○委員長 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 今後にかけたいと思いますけれども、やはり体力が落ちている原因というの

が、機械とか、ゲームとかいうのが入ったから体力が著しく落ちるんだという相関関係にある

とは思いませんけれども、やはりどっか一つになっているんじゃないのかなというふうに気に

なっていて、やはり体力の問題が子供の基本になると思いますので、今後の研究につなげてい

ただきたいなというふうに思います。以上です。 

◆青柳雅之 委員 １点だけあります。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 この資料が非常に見やすくて、色分けされているので、赤とブルーで本当

に傾向が出ているなと思います。 

 この年度は、なぜか前屈が赤が集中していて、これは理由は何なんだろうなと思いつつも、

これ、鈴木委員からありましたが、過去と比べて特に改善された部分は何かというところに注

目をしていきたいと思っています。数年前から傾向としてあったのが、ソフトボール投げとか

ハンドボール投げ。私ちょっと心配していたのは、台東区の学校の環境ですね、校庭が狭いと

か、あるいは十分に遊べる公園がないとか、そういうところが原因であるとするならば、これ

は何とか改善しなければいけないなというふうに思っていたんですが、何か指導の関係で大分

これは改善されたというふうに聞いているんですが、その点いかがでしょうか。どんなことや

ったのか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 委員ご指摘いただいたように、これまでのところで、例えば本当にソフ

トボール投げですとか、ハンドボール投げというのは、やはり傾向としては都よりも下回って

いるということがございました。そういったところを令和５年度から東京都のスポーツライフ

のほうでのものを基に、体力向上委員会ということで、令和７年度は区のほうで予算措置をし

ていただいて、その中で体力向上委員会のほうで具体的なその取組というものを考えまして、

子供たちが夢中になって投げるとかいうことができるようなものというのを購入して、各学校

で取り組んでいただくような取組というのをやってきて、改善が進んでいるというところでご

ざいます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 承知しました。 

 体力は特に短期間で効果が出やすい部分があると思いますので、引き続き体力向上委員会の

皆さんを中心に頑張っていただきたいと思います。 

 あと、その一方で、ちょっとこの不可解なのが、前屈、何か体硬いなという話ありましたが、

これはどういう理由というか、傾向があるんですか。これは全学年にわたってなので、何かの

特色が出てしまっているのかなと思うんですが、どんな分析でしょうか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 やはり柔軟性というところで、その柔軟だけをやるというのはなかなか
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子供たちも意識を向けていくというのは難しいと思います。ですが、やはり運動の必要性です

とか、あと、やはり運動して柔軟を高めることで気持ちよく運動がしやすくなるような働きか

けというのを子供たちにその意味とか、また、必要性というのも伝えながら取り組んでいきな

がらやることが必要だというふうに思いますので、今課題として見られるところについては、

再度体力向上委員会のほうでも具体的な取組ということを考えながら取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 何か基礎的な体力とか、瞬発力とか、あとは、先ほどの距離とかいうので

あれば、何か分析がしやすかったり、対応がしやすいのかなと思いますが、これは何ですか、

ただ単に柔軟体操とかストレッチとか、そういうのが足らなかったとかそういうことなんです

か。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 そういったところも若干あるとは思いますけれども、それが全てではな

いというふうに思います。ですから、本当に子供たちにとってもそういった柔軟性を高めるこ

とでやはり様々な運動につながっていくということも伝えながら、その柔軟性の必要性ですと

か、特に高学年になってきますと、そういったことが分かってくるところもありますので、意

識的に取り組んでいきながら、柔軟性を高めていけるような取組というのを進めていきたいと

いうふうに思っております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今までにはない傾向が出ているのかなというふうに思いますので、原因と

いうとちょっと大げさになりますが、理由を探しながら対応していただければと思います。以

上です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、令和７年度中学生海外短期留学派遣事業の報告について、指導課長、報告願

います。 

◎宮脇隆 指導課長 それでは、引き続きお願いいたします。 

 ７、令和７年度中学生海外短期留学派遣事業についてご報告いたします。 

 資料13をご覧ください。項番１、本事業の趣旨については記載のとおりでございます。 

 項番２、実施内容をご覧ください。（１）研修日程です。研修は、事前研修８回、事後研修

３回の計11回行いました。研修の内容につきましては、オーストラリアについての調べ学習、

ＡＬＴによる語学研修、歓迎会やフェアウェルパーティーで披露する歌やソーラン節等の練習

を行いました。事後研修につきましては、各校での報告会で使用するスライド作りと発表練習

等を行いました。 

 （２）派遣生徒及び引率者、（３）日程については、ご参照のとおりでございます。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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 （４）活動風景についてです。上段の写真をご覧ください。左から順に、オーストラリア初

日のアボリジニ文化センター視察の様子、ピットウオーターハイスクールでの歓迎会でのバデ

ィとの交流の様子、ホームステイの様子です。下段の写真をご覧ください。左から順に、体験

授業の様子、フェアウェルパーティー、送別会におけるソーラン節、オーストラリアでの最終

日、シドニー市内グループ視察の様子です。 

 続いて、（５）報告会についてです。派遣報告では、プレゼンテーションソフトを用い、結

団式から事前研修について、オーストラリアでの生活から帰国までの内容を派遣生徒の感想を

交えて報告しました。また、派遣生徒が在籍している各中学校において、全校集会や文化祭等

の行事で事後研修において作成した資料等を用いて、クイズ形式で発表したり、現地の写真を

見せながら説明したりして、在校生や保護者、地域の方々に向けて派遣報告を行いました。 

 11月10日月曜日よりケーブルテレビが作成した映像が台東区公式チャンネルのほうで配信を

されました。報告会は今年度中に区ホームページに掲載予定でございます。 

 （６）派遣生徒の感想でございます。そちらは、ご確認ください。 

 項番３、今後の予定については、ご覧のとおりでございます。 

 また、資料にはございませんが、令和８、９年度は引き続き、上野中学校及び桜橋中学校、

グローバル教育重点指定校として指定をいたします。今年度、令和７年度入学の１年生の中に、

来年度に海外短期派遣留学の人数枠が５枠と認識して進路選択をしている生徒も在籍している

実態がありますので、入学後に人数枠が変更になることを避けるため、令和８、９年度は引き

続き両校を指定したいと考えております。 

 報告は以上となります。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 すみません。すごくいい事業で、もっとやっていただきたいなと思って

いるんですけれども、報告書を作っていただいて、そのほかにもいろいろ全校集会での報告会

などやっていただいているということなんですが、私の考えとしましては、そういう一回ぽっ

きりのそういうＰＲイベントだけではなくて、例えば模造紙に書いた報告書を廊下に掲示する

だとか、あと、報告書もせっかく作っていただいているんだったら、何か廊下で、例えば職員

質の待っているときに、入り口のほうら辺にあって、ちょっとぱらぱらめくるとか、何か身近

にそういった見られる環境があったらいいなと思うんですね。その点について、現状やってい

ることを教えていただきたいんですけれども。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 以前は、そういった報告書を作成するということをやっておりましたが、

やはり大勢の方々、また、子供たちにも１台端末ということでありますので、そういったもの

を使って見ていただけるような発信ということを考えて、報告書を変更させていただいたりと

いうことをしております。 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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○委員長 木村委員。 

◆木村佐知子 委員 それも存じていまして、１台端末がある、デジタル化とかペーパーレス

化とかあるとは思うんですね。ただ、やはり報告書を見ようと思って検索して、お気に入りと

かに入れている人は別かもしれませんけれど、ちょっと見に行かなければいけないというのが

一手間増えるのかなと思っていまして、私としては、何かそういう紙の資料ももう少し活用し

たほうが逆にいいんじゃないかなという考えがございます。これは意見として申し伝えておき

ます。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 以前から申し上げていますが、人数ですね。本当に中学校の学年の中で限

られた20人だけしか特別な体験ができないというのは、これはやはり、おかしな部分につなが

ると思うんですね、教育の格差、経験の格差。以前にも申し上げましたが、姉妹都市のある自

治体では全員を海外に送っているというところもあります。ですので、せめて、これ、20人の

枠をもう少し増やしていく取組をやはり真剣に考えなければいけないと思いますよ。 

 数十年前、10年、20年前は、もう少し今より海外に行きやすい環境にありました。私の時代

も、ちょっとアルバイトをすれば半月ぐらいは平気で行ける時代あったけれど、今、本当に海

外に行って生活するのはハードルが上がっていますよ。そういう意味では、こうした取組で体

験をしていく。もう本当に、これ、いい感想とか、いい内容になっていればいるほど、行けた

子と行けなかった子の差というのがどんどん広がってしまうのかなというふうに思いますので、

これ、人数増加について、いかがですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 まず、今この、特に海外派遣のところでは、相手のピットウオーターハ

イスクールのほうでホームステイ先を学校の保護者に受け入れていただくというような形でや

っていただいているところもございます。そういった、本当になかなか経験が、ホームステイ

と同じ学校の子供との交流ということでは、なかなかできないんだということも現地の方から

も伺っているところであります。 

 そういったところも含めて、今後やはり、どういう形で可能なのかというのは、相手校もあ

りますので、今、本当に校長先生が、そういった形での働きかけ等も行っていただいていると

いうこともありますので、これがまた変わっていくと、なかなかそれが難しいというところも

ありますので、どういうことができるかというのは探っていきたいというふうに考えておりま

す。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 担当課長さんとか、現場の意見、レベルで言えば、そういう課題があると

いうことはもう十分承知しています。さらに言えば、訪問先も今まではグラズサックセに行っ

ていたのを切り替えて、こちらにやっていますから、両面作戦というのもできるわけで、これ

は多分、教育委員会のトップの皆さんの考え方次第だと思いますよ。特に予算ですよね。予算

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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さえきちんとつけて、もっとこうした経験を子供たちにさせてあげたいという思いさえあれば、

違った方法、幾らでもアイデアが出ると思いますので、ぜひご検討をお願いします。 

 あとは、ちょっと今聞いていて思ったんですが、ソーラン節って別に台東区の文化じゃない

よね。これを毎回台東区の子供たちが、台東区からの何かとしてお届けしているというのは何

か大丈夫なのかというふうに思ったんで、それだけ言っておきます。 

○委員長 話しますか。 

◆青柳雅之 委員 大丈夫です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、学びのキャンパス台東アクションプラン・台東区学校教育情報化推進計画中

間のまとめについて、教育改革担当課長、ご報告願います。とても大事な計画なのは重々承知

しているので、要点のみ簡潔に報告をお願いします。 

◎増嶋広曜 教育改革担当課長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、教育委員会の８、学びのキャンパス台東アクションプラン・台東区学校教育情報

化推進計画の中間のまとめについて報告いたします。 

 事前資料１をご覧ください。項番１、策定過程でございます。本計画の策定に当たりまして、

これまで庁内の検討会を３回、また、夏には子供の意見聴取を全児童生徒を対象にアンケート

実施いたしました。 

 策定検討会におきましては、現行プランの達成状況の把握とともに、次期プランの内容や構

成について協議しました。また、学校教育ビジョン最終段階となる今回の計画期間におきまし

て、重点事業の選定、目標の達成を図る指標の見直し、そして、子供の意見聴取に関する協議

を重ねたところです。 

 子供の意見聴取につきましては、教育ビジョンやアクションプランの説明動画に加えて、１

人１台端末を活用したアンケートを行い、698件の回答を得たところでございます。結果は資

料編に掲載していますので、後ほどご覧ください。 

 次に、項番２、計画概要です。 

 （１）計画の性格につきましては、記載のとおりです。 

 （２）計画期間ですけれども、両計画ともに令和８年度から10年度までの３年間を計画期間

としております。 

 計画の体系につきましては、学びのキャンパス台東アクションプランにつきましては、現行

のビジョンが４つの施策目標により構成していますので、そのとおり変更はございません。ま

た、学校教育情報化推進計画につきましては、この４年間内に国の推進計画が、基本方針４つ

がございましたので、そこに合わせて再構成をいたしました。 

 次に、（４）新規で位置づける事業についてですが、恐れ入りますが、別添１の新規で位置

づける予定の事業をご覧ください。ＰＤＦだと３枚目です。こちらにつきましては、ＴＡＩＴ
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Ｏフューチャースクールや不登校対策の推進など、17の新規事業の掲載を予定しております。 

 次に、項番３の中間のまとめ（案）でございます。恐れ入りますが、別添２のファイル、中

間のまとめ（案）をお開きください。内容について簡単に説明をさせていただきます。 

 資料２ページ目から目次となっております、第１部が概要、第２部がアクションプラン、１

ページ進みまして、第３部が台東区学校教育情報化推進計画、第４部、推進体制の４部構成、

その後、資料編と続いております。 

 ４ページから始まります第１部の概要につきましては、現行のアクションプランと学校教育

情報化推進計画の位置づけ、計画期間や推進体制、また、体系などを記載しております。 

 次に、12ページからの第２部のアクションプランについてですが、13ページから21ページに

かけまして事業一覧を記載しております。現行のプランに掲載されていない事業を新規、重点

的に取り組む事業を重点、学校教育情報化推進計画に関連する事業は情報ということで記載を

しております。 

 次に、恐れ入りますが、23ページと24ページをお開きください。こちら、施策目標１の最初

のページとなります。見開きで施策目標１について概要を説明しております。左のページには、

上から学校教育ビジョンの施策目標とその施策の方向、そして、その下に現状の教育課題を示

しております。また、それを受けまして、右のページの上部に今回実施しました子供たちから

の意見聴取の結果、また、その下部には重点事業を記載しております。この見開きの２ページ

を４つの施策目標ごと作成しておりまして、８ページご覧いただきますと、プラン全体の大ま

かな概要を捉えることができると考えております。 

 次に、25ページをご覧ください。施策の方向１の最初のページとなります。このページにつ

きましては、現行のアクションプランと同様、施策の方向に関する説明、また、指標及び施策

について示しております。この後に各施策における事業を示すつくりとなっており、この構成

で施策の方向16まで続いていくことになります。なお、今回は中間のまとめですので、事業名、

事業概要、担当課のみの記載としておりまして、最終案においては、ここに現況や目標が加わ

る予定でございます。 

 続けて、飛びまして、100ページから第３部の台東区学校教育情報化推進計画となります。 

 101ページから始まりますⅠには、台東区における教育情報化の経過と現状について、ＩＣ

Ｔ環境の整備状況や、教員や児童生徒のＩＣＴ活用力について記載してございます。その後、

４つの基本方針に基づく、それぞれの行動計画について、104ページより記載してございます。

方針の説明や指標、施策、各事業といった流れにつきましては、アクションプランと同様の記

載で整えました。 

 その後、116ページからは第４部推進体制を記載しております。内容につきましては、現行

プランと同様となっております。 

 最後に、118ページ以降に資料編を掲載しております。 

 では、事前資料１の冒頭の２枚目にお戻りください。項番４、今後の予定でございます。明

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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後日、12月17日から翌令和８年１月７日にかけましてパブリックコメントを実施して、令和８

年第１回定例会におきまして、最終案の報告、また、令和８年３月の計画策定という運びにな

っております。 

 長くなりましたが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 本編の119ページの子供たちへのアンケートというのは、そういう形でアク

ションプランに反映させていくためのアンケートだというふうに思って読み取っているんです

けれども、そういうふうに子供たちの意見とか、こういうふうにしてほしいとかいうのを聞く

のはとてもいいことだとは思います。もちろん教育ですので、国がつくったプランの指針を踏

んで、台東区としてできることというのは何なんだろうか、子供たちの意見どうなんだろうか

というところは大切なところだと思いますけれども、今回のアンケートの数字だけを見ると、

決して数字としては大きな数字ではないので、どのぐらいの子供たち、母数というのかな、が

あって、かつ何％の子供たちがこれのアンケートに答えたのかというのが、ちょっとこのペー

ジからだと読み取れなかったので、そこについてお伺いしたいんですけれど、いかがでしょう。 

○委員長 教育改革担当課長。 

◎増嶋広曜 教育改革担当課長 このアンケートにつきましては、公立の小・中学校のみなら

ず、私立の、あるいは国公立含めて、台東区在学、在住の児童生徒ということでありますので、

台東区の年齢別人口におきました人口の集計と比べました。その結果、１万1,583名がほぼ対

象の児童生徒というふうに捉えまして、回答数698をこの数で割りますと、約６％の回答があ

ったというふうに捉えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 部数とかから見たら、たった６％の子供たちの意見だというふうに見えてし

まったんですけれども、でも、その中で、備考欄というのかな、自由意見欄の中、自由記述欄

の中でも、あなたが通いたくない学校はどんな学校ですかとか、本当に子供たちがダイレクト

に言葉として発信できるような設問つくったことはいいこと、上手な設問の方法だったなとい

うふうに思いますけれど、不満であるとか、やや不満というのがアンケートの中の１割前後、

10％前後いるんですけれども、じゃあ、それに対しての設問、自由記載というのがなかったの

ですけれども、どんなことが不満であるというのが子供たちから出たのかというのと、それに

対してどのような解決というのを図っていこうかということを考えているのか、その辺はどう

なんでしょうか。 

○委員長 教育改革担当課長。 

◎増嶋広曜 教育改革担当課長 本調査におきまして、冒頭、今通っている学校に満足してい

るかを問いたところなんですけれども、その理由につきましては、この質問にひもづけて回答

するつくりにはなっておりませんでした。しかしながら、この１割強の、やや不満、不満であ
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る、大変不満であるという層に対しては、それぞれ、こんな学校がいい、こんな学校にしたい、

あるいは、こんな学校には通いたくないといった記載がございますので、その記述の内容から

見ますと、121ページにお示ししたような回答がほぼあるというふうなところでございますの

で、ここにある子供たちの声をしっかり生かして、学校校長会にも早速情報共有して進めてい

るところでございますが、教育活動の充実をさせながら進めてまいりたいと考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 こういう数％、６％の中の１割というと、もう本当に数としたら少ない数な

のかもしれないんですけれども、実は、そこって子供たちの声のダイレクトなところであって、

そこを改善していくことで別の時限のことにつながっていくということも考えられるというふ

うに思うんですね。校舎が、通いたくない学校の中で不衛生で設備の悪い環境とかいうことが、

もちろん物理的に体育館が狭い、もっと広くしてほしいと言ったら、台東区、土地がないから

そう簡単じゃないのはそうですけれども、改善できるところについては、きちんと予算づけ、

投資をして、やっていただきたいなというふうに思っています。そういうところでの子供たち

の声、それで、かつ、じゃあ、これから教職員の声とか、そういうところもきちんと反映した

学びのプランにしていただきたいなというふうに思いますので。 

 なかなか、答える側も大変ですけれども、また、回収して分析する側も大変ですけれども、

やはり教育っていろいろな切り口で見ていくことが重要だというふうに思っていますので、そ

の点を留意して、いいプランつくっていただきたいなと。また、パブコメを取るということな

ので、パブコメを取ってもらえるように私も知り得るところに声をかけていきますので、広く

意見集約をしていい資料を作っていただきたいなと、いいプランをつくっていただきたいなと

いうふうに思います。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今までの経緯を踏まえて、この中間の報告になったということで、きれい

な仕上がりになったなとは思いますが、やはり、この施策目標があって、ここに書いてある内

容はすばらしいんですが、じゃあ、それを具体的に達成していくために何をするのかという、

番号を振ってありますが、これは何か既存の事業がはまっているだけで、だけって言ったら失

礼ですが、これで本当に達成できるのかなというところがやや心配なところですね。もう少し

中身をそれぞれ工夫していかないと、なかなかこの目標達成までいかないんじゃないかなと思

っています。 

 特に、いろいろなところに登場する学びのキャンパスプランニング、これ自体は非常にいい

成果を上げていると思いますし、それぞれの学校や学年で活用していることと思いますが、こ

れ、学校教育のカリキュラムの中でやるというのは限界があるのかなと思うんですよ。いいメ

ニューがいっぱい並んでいるにもかかわらず、それぞれ使えるのって年間数こまじゃないです

か、実際に。 

 それでいいのかなというふうに疑問を持っていたら、先日の視察で行った宗像市が子ども大
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学というのをやっていて、すごいなと思ったら、これは学校の時間の中でやるんじゃなくて、

生涯学習としてやっているんですね。宗像市さんもそれなりの企業とかいろいろなのがあるん

ですが、台東区の学びのキャンパスプランニングに比べたら、もう全然話にならないぐらいで

すよ。台東区もいっぱい、いいものを持っている。ただ、学校教育の授業の中でやろうとする

と限界があるので、これ、やはり飛び出して、生涯学習の枠とか、一緒に見に行った担当課長

もいますが、ちょっと所管が違うので答弁できないとは思いますが、そういった形でちょっと

広げていくと、いい教育効果がいろいろなところでできるんじゃないかなというふうに思うん

ですね。ですので、そこをちょっと研究していただきたいと思いますが、いかがですかね。 

○委員長 教育改革担当課長。 

◎増嶋広曜 教育改革担当課長 今、委員ご指摘のように、学びのキャンパスプランニング、

かなり学校でも、各学年に一、二回は年度で必ず使っていただけるようなことで活用しており

ます。一方で、夏休み、夏季休業中や長期休業中のそういった取組については、どうしても各

企業様からご案内が来て、それを学校で配るというような形にしかならないので、それを今後、

どういう形で集約していってまとめていくのかというのを各学校ごとにお願いしているような

状況ありますので、そういったところも配布物等で教育委員会から一斉にできるようなことも

工夫としては考えられるので、今後考えてまいりたいなと思います。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 直近ではいい成果を、本当、私たち目にしましたよ。忍岡小の周年行事で

は、お琴があったり、あとは机に並んでいた盆栽、あれも目の前のグリーンクラブの皆様と一

緒にやったということで、こういう地域の資源がこのように生かされて、さらに、あと、私た

ち大人が見てもすばらしいものが出来上がっているんだなというふうに思うと、台東区の地域

の資源を何とか生かす方法を、指導課だけじゃなくて、生涯学習とかいろいろな部署を巻き込

んで教育委員会先頭に立ってやっていただきたいなということをぜひお願いしたいと思います。 

 それと、もう１点なんですが、グローバル教育とか多国籍、外国人の話というのも結構ここ

に出ているんですが、その辺りが何か別の項目になっていて、例えばグローバル教育みたいな

のを推進するのであれば、今、同じクラス、あるいは、同じ学校の中に多国籍の子供たちがい

っぱい来ているじゃないですか。それこそグローバル、一番の経験が今、子供たちは常に積ん

でいるのかなというふうに思いますが、何かグローバル教育というと英語教育だったりとか、

一方に偏っている。 

 先ほどの派遣事業、グラズサックセじゃなくて、ノーザンビーチの派遣事業の子供の感想の

中にも書いてあったじゃないですか。英語だけじゃなくていろいろなコミュニケーション、笑

顔だったり、いろいろなコミュニケーションで図ることの大事さを学びましたということで、

なぜかグローバルだと英語、でも、身近にいるアジアとか、いろいろなところから来た子供た

ちに関しては、ちょっと違う特別な対応というのは何か解せないなと思うんですが、その辺り、

うまく合体できないもんなんですかね。 
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○委員長 教育改革担当課長。 

◎増嶋広曜 教育改革担当課長 今、別紙のほうでいくと44ページが委員ご指摘の施策目標の

２のところのグローバルな社会で活躍する人材育成するというところになります。そちらに重

点事業を今回３点上げさせていただいておりますけれども、２点目のグローバル教育の推進以

外にも、やはり志教育の推進であるとか、本来の台東区のよさも含めた日本としてのよさを、

しっかりアイデンティティを確立するという意味においても、やはりグローバル教育を欠かせ

ないかなというふうに捉えているところでございます。 

 今後、指導課長等も含め、各課とも連携しまして、こういった子供たちの国際感覚を豊かに

するような施策を、しっかりとバランスよく展開できるように考えたいと思っているところで

す。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 ここの46ページの中にも外国人観光客との交流を通してとかって書いてあ

って、じゃあ、台東区の外国人の観光客、特色は、１つの国に偏っていなくて、本当、多国籍

ですよね。世界地図にピン止めしていったら本当に全ての国が埋まるような、そういう恵まれ

た環境を生かしてほしいのに、なぜか英語だけのコミュニケーションをグローバルとしている。

その考え自体は、やはりどっかで変えたほうがいいのかなと思うんですが、いかがですか。 

○委員長 指導課長。 

◎宮脇隆 指導課長 委員おっしゃるとおり、様々な国の子供たちということは確かにあると

思われますけれども、やはり、そういう中でも、世界の中で使われている言語というところも

含めて、どういった世界の国々の人たちともコミュニケーションを取っていくというようなと

ころで、１つの切り口としてはあると思いますので、英語というのが、外国語という中でも。

今後も、やはりそういった、グローバルという捉え方というのは様々あると思われるんですけ

れども、今、外国語について力を入れて、子供たちが本当にいろいろな国の人たちと交流した

いというような意欲も見られている部分もありますので、そういった子供たちの気持ちという

のも大事にしながら進めていきたいというふうに考えております。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 英語を学ぶこと自体は否定しているわけではなくて、グローバルイコール

英語というわけではないよねというところを、もう少し地域の特色も考えて、表現というんで

すかね、していただければよかったなというふうに申し上げておきます。以上です。 

○委員長 これから変えてくれるんじゃないですかね、まだ中間のまとめですしね。きっと要

望を言っておけば、何かしら。 

 ということで、ただいまの報告については、ご了承願います。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 次に、清島温水プールにおける個人向けレッスンの実施について、スポーツ振興課

長、報告願います。 
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 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 それでは、教育委員会の９、清島温水プールにおける個人向け

レッスンの実施についてご説明いたします。 

 資料14をご覧ください。初めに、項番１、概要です。現在、清島温水プールでは、当該施設

の指定管理者が運営する他自治体のプールにおける事故発生に伴い、プールの個人利用は可能

としていますが、全てのプール教室は休止としております。こうした中、プールの利用者から

プールの再開を求める声があることから、利用者の利便性を図るため、台東区水泳協会の協力

を得ながら、暫定的に個人向けレッスンを実施するものでございます。 

 なお、清島温水プールにおける指定管理者によるプール教室の再開については、事故が発生

した自治体でのプール事故検証などを踏まえ、清島温水プールでの安全対策を確認後、再開す

ることといたします。 

 次に、項番２、個人向けレッスンの内容についてです。清島温水プールを個人利用している

成人向け・子供向けにワンポイントレッスンを行うもので、レッスン参加料は無料といたしま

す。なお、レッスンは、プール内に指導員が２名、プールサイドにレッスンのための監視員が

１名、合計３名を配置し、プール内の２名の指導員が２か所に分かれてマンツーマンでレッス

ンを行います。なお、配置する３名のうち１名以上は、公益財団法人日本水泳連盟が認定する

基礎水泳指導員などの有資格者といたします。レッスンの日時、対象者、定員につきましては

記載のとおりです。 

 次に、項番３、今後の予定についてです。ご報告が前後としてしまい恐縮ですが、本レッス

ンは12月７日より開始しており、12月より清島温水プールのホームページや館内掲示にて周知

しております。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○委員長 ただいまの報告について、ご質問がありましたら、どうぞ。 

 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 暫定的な措置だというふうには思ってはいますので、暫定的なんで結構なん

ですけれども、指定管理者者、今受けている指定管理者が、ほかの自治体で死亡事故につなが

る事件があって、こういう個別レッスンというふうになっているんですけれども、その事故に

ついて少し期間が開いたので、今どういう区として検証しているのか、もしくは情報収集をし

ているのか、言える範囲でちょっと教えていただければと思うんですけれど、どうでしょうか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 こちら、事故が起きた自治体のほうで事故検証委員会といった

ものが非公開で行われております。事故の詳細につきましては、我々のほうも公開されていな

いため把握しておりませんが、先日開催されました自治体の議会の委員会の審議の中では、監

視体制が不十分だったのではないかというふうに意見が出ております。 

○委員長 鈴木委員。 
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◆鈴木昇 委員 清島プールの中でも監視体制の不備というのは、利用されている区民の方か

ら、直接、指定管理者や所管のところにも通報とか連絡とか行っているところだと思うので、

安全対策は十分取っていただきたいなと思いつつ、このお話の中で、この個人分けレッスンで

お願いをしている水泳協会の方々には、これは賃金が発生をするようないわゆる契約とかお願

いなのか、その辺は具体的にはどうなっているんですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 私どものほうで行っています既定予算の中で、ほかのプール、

スポーツ教室の報償費のほうを払わせていただくようになっております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 いわゆる報償費って賃金と違うと言えば違うけれども、お金は発生する事業

だという認識でいいということですね、分かりました。であればこそ、今度は区がやる事業に

なりますので、じゃあ、その事業の責任と、かつ、個人レッスンをする水泳協会の指導員さん

たちとの雇用関係というか責任の所在というのがより明確にしておかないと、また事件、何か

事故とかヒヤリハットとかがあったときに困ると思うんですけれど、その辺、具体的に何か取

決めとかされているんですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 こちら、区の事業としてスポーツ協会さんのほうにお願いして

行っているものでございます。また一応、安全対策としまして、指導員、また、プールの教室

の参加者の方向けに保険のほうを加入させていただいております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 区の責任で行う事業であり、かつ、今度は指定管理者との関係で言ったらば、

指定管理ってプールそのものの管理運営も含めて指定管理でお願いをしているから、投げてい

るわけですから、この中に区の事業というのが１項目加わるというところの、矛盾とは言いま

せんけれども、何かそごが出るのかなって思うんですけれど、その辺というのはどうなんです

か。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 私どものほうで指定管理者にお願いしています区の委託事業と

いうものと、指定管理者が行っています自主事業というものがございますが、今回それと切り

分けまして、清島温水プールの場所を使いまして、区のほうの事業として水泳協会さんのほう

にお願いした教室を行っているというふうに考えております。 

○委員長 鈴木委員。 

◆鈴木昇 委員 区の事業ですので、区有施設をどういうふうに使っていくのかというのは切

り分けはいかようにもできるのかもしれないですけれど、指定管理制度の中での場所であって、

かつ、そこに区の事業である個人向けレッスンというのを乗っけてくるというのかな、切り分

けてやる、実施するというところで言うと、今後、指定管理制度そのものにもいろいろ考えて
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いかなくてはいけないことが出てくるのかなというふうに思ってはいます。具体的に何がとい

うのは今現在イメージが湧いているわけではないですけれど、そういうふうに思っていますの

で、指定管理制度と区の事業の在り方というのも検討をいろいろしていただきたいなと思って

います。以上です。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 今、台東区というか、私たち仲間も子供たちもいろいろな、水泳をどこで

泳げるようになったかという話になると、意外と多いのが墨田プールの水泳教室だと言うんで

すよ。夏の期間にプールが終わった後に水泳教室をやっているんですね。あそこで泳げるよう

になったという子供たちが多いと。そういう意味では、墨田プールを長年運営してきた、水泳

教室を運営してきた水泳連盟の皆さんが、この事業に参加をしていただいて、清島でもやって

いただけるということは非常にありがたいことですし、期待ができるなと思っています。 

 私、あと、日本泳法というのをやっているんですが、実は中高でやっている前に墨田プール

で一番最初に横泳ぎって泳いだんですね。だから、中学行ってみんな初めて横泳ぎをやるのに、

私は一人だけ泳げて先輩たちにびっくりされたというのがあるんですが、そういった伝統的な

泳ぎもあそこで教えていると、時代があったということは申し伝えておきます。 

 その上で、ちょっと確認なんですが、先ほど鈴木委員からも監視体制の不備という話が出て

きましたね、事故の原因が。私、実は、これも自慢じゃないんですが、清島温水プールが最初

にできたときの、初代の私、監視員のバイトなんですよ。ですので、あの監視体制というのは、

ある意味どこのプールでも大体確立をされていて、何か事故が起きるときというのは、そうし

た体制の不備というよりかは個人のスキルであったり、あるいは、体制は確立されているけれ

どきちんと資格を持った人を配置されていないとか、その何かヒューマンエラーに近いような

ところだと思うんですね。体制はもう本当、確立されているんですよ、どこのプールでも。で

すので、その辺なんじゃないかなと思うんですが、ただ、その上でちょっと疑問なのかは、清

島に関しては、何ですか、監視員体制、監視体制に問題があったのに教室をやめているという

のはどういうことなんだろうね。監視体制はきちんと検証できたんですか。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 今回、指定管理を行っています事業者のほうから申出がありま

して、台東区以外にも、もう一つ自治体かございます。そこの各指定管理事業者が行っていま

す指定管理先の事業として、プール教室については全て自粛をしたいというお話がありまして、

今、休止しているという状況でございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 だから、事故が起きた理由が、プール教室、水泳教室の何か指導に問題が

あったとか、泳げない子供を無理やり泳がせたとか、そういうところに原因があるんであれば

水泳教室を休止するというふうにつながっていくんですが、監視体制の問題ですよね。だとし

た……。 
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○委員長 今まだ結果って、何か委員会で、該当の議会の委員会で何かちょろっとあったけれ

ど、でも、まだ正式な結果が出ていないと私は認識しているんですが、いいですか、それで合

っていますかね。 

◆青柳雅之 委員 そうか。はい、はい。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 ご指摘、先ほどお話しさせていただいたとおり、事故調査委員

会のほうはまだやっている最中でございまして、先ほど区議会の委員会の中でそういった意見

があったということで、まだ事故の本当の原因といったものは公開されていない状況でござい

ます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 分かりました。プール教室は再開しないけれども、いわゆる監視業務につ

いては、引き続きお願いしているということだとすれば、やはり今まで以上に、監視業務につ

いての配置ですとか訓練ですとか、あるいは、それをきちんとやられているかというところを

チェックする体制というんですか、そこはきちんと担保していかないと、また同じような事故

が起きるリスクというのは高まっているんじゃないかなと思いますので、お願いいたしたいと

思います。 

 それと、あわせて、墨田プールじゃない、水泳連盟の水泳教室の皆さんと同時に監視体制と

いうのは両立してやっていくということでよろしいんですよね。 

○委員長 スポーツ振興課長。 

◎榎本賢 スポーツ振興課長 はい、おっしゃるとおりでございます。 

○委員長 青柳委員。 

◆青柳雅之 委員 はい、分かりました。事故が起きたことはすごい残念なことでありますが、

それを転じて、こうした取組が実施されるということには大いに期待していきたいと思います。

以上です。 

○委員長 ただいまの報告については、ご了承願います。 

  理事者からの報告は、以上であります。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 以上で、本日予定されたものは、全て終了いたしました。 

 その他、ご発言がありましたら、どうぞ。 

          （「なし」と呼ぶ者あり） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長 これをもちまして、区民文教委員会を閉会いたします。 

          午後 １時１１分閉会 

※正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。
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